
　

（４）行政サービスの質的向上

（１）事務事業の見直し

（２）財源の確保

 １．財政健全化の推進 （３）入札・契約制度の改善

（４）地方公営企業の経営健全化

３つの基本方針

（５）行政情報化の推進

（６）民間活力の積極的活用

 ３．町民参画と
　   協働のまちづくりの推進

（１）町民と行政の協働

（２）町民参画の推進と情報公開

（５）特別会計の健全化

（１）定員管理の適正化と人件費の削減

（２）組織機構の見直し

 ２．経営型行政運営の推進
（３）職員の意識改革と人材の育成

阿見町行政改革大綱実施計画

（平成25年度進捗状況：平成26年3月末日現在）

１３の推進施策
▼行政改革大綱の体系図

平成22年度～平成25年度の４年間

▼実施計画とは

▼実施計画の期間について

実施計画とは，大綱に示された基本方針・推進施策に基づき，計画期間における改
革の具体的な実施項目をとりまとめたものです。原則として，行政改革の進捗状況
や，社会情勢，町を取り巻く状況の変化に応じて毎年度見直すなど，計画期間中に
追加，変更等を行います。



P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P8

P8

P9

P9

P10

P10

P11

P11

P12

P12

P13

P13

P14

P14

P15

P15

P16

P17

P17

入札・契約方法の見直し

一般競争入札の拡大

管財課

管財課

１．財政健全化の推進

町税の収納率向上

公金徴収体制の強化

町営住宅使用料の収納率向上

行政評価における外部評価の実施

まい・あみ・まつり事業の見直し

学校の再編を検討

合同七五三祝典事業の見直し

（１）事務事業の見直し　

（２）財源の確保

企画財政課

保育料の収納率向上

学校給食費の収納率向上

放課後子ども対策事業の一元化の検討

商工観光課

学校教育課

中央公民館

企画財政課・全庁

企画財政課・全庁

廃棄物対策課リサイクル事業契約方法の見直し

結婚相談所補助事業の見直し

たばこ販売団体補助事業の見直し

国や県の補助金を活用し一般財源の歳出を抑制する

無受診世帯記念品贈呈事業の見直し

児童館・生涯学習課

町民活動推進課

税務課

国保年金課

社会福祉課・全庁

税務課

学校施設の利用における料金徴収を検討

各種補助金の適正化をすすめる

土地区画整理事業地内におけるみなす課税の実施

町民税の未申告調査の強化による課税の適正化

家屋の一棟照合による課税の適正化

外郭団体の自立に向けて町の関与のあり方を検討する

収納課

地球温暖化対策の推進

管財課

環境政策課・全庁

借地料の見直し

広報あみ・町公式ホームページにおける有料広告の推進

■行政改革大綱実施計画　実施項目一覧

生涯学習課

廃棄物対策課

管財課・全庁

収納課ほか

都市施設管理課

学校教育課

税務課

税務課

ごみの手数料の見直し

管財課・全庁

商工観光課東部工業団地への企業誘致の促進

児童福祉課

商工観光課

公共用地や公共施設の有効活用

土地の一筆照合による課税の適正化 税務課

本郷第一土地区画整理事業地内の保留地販売促進 都市計画課

（３）入札・契約制度の改善

町有施設における自動販売機の入札制の導入



P18

P18

P19

P20

P20

P21

P21

P22

P22

P23

P23

P24

P24

P25

P25

P26

P27

P27

P28

P28

P29

P30

P30

P31

P31

P32

（５）特別会計の健全化

（３）職員の意識改革と人材の育成

消防本部

組織機構および事務分掌の見直し

グループ制度の検討

消防の広域化

下水道課

職員数適正化計画による適正な定員管理

時間外勤務の削減

（２）組織機構の見直し

企画財政課

下水道課

研修および自己啓発制度の充実

公正な登用制度の確立

企画財政課

下水道課

下水道課

農業集落排水受益者分担金の収納率向上 下水道課

２．経営型行政運営の推進

企画財政課

農業集落排水使用料の収納率向上

（１）定員管理の適正化と人件費の削減

総務課・全庁

下水道受益者負担金の収納率向上

下水道の接続率向上

農業集落排水の接続率強化

特定健康診査の受診率向上

ジェネリック医薬品の利用促進

社会福祉課

社会福祉課・健康づくり課

下水道課

下水道課

介護保険料の収納率向上

介護予防事業の推進

下水道使用料の見直し

下水道使用料の収納率向上

上水道の有収率向上

水道課

水道課

水道課

後期高齢者医療保険料の収納率向上

国保年金課・収納課

国保年金課・健康づくり課

国保年金課

国保年金課

国民健康保険税の収納率向上

水道料金の収納率向上

上水道の普及率向上

行政改革大綱実施計画項目の職員による提案

職員の福利厚生の見直し

総務課

総務課

総務課

総務課

企画財政課・全庁

公平で公正な人事評価制度の確立

（４）地方公営企業の経営健全化

１．財政健全化の推進

■行政改革大綱実施計画　実施項目一覧



P33

P33

P34

P34

P35

P35

P36

P36

P37

P37

P38

P38

P39

P39

P40

P41

P41

P42

P42

P43

P43

P44

P45

P45

P46

P46

P47

P47

役場本庁舎における総合窓口の開設

総合窓口の運用と窓口サービスの改善

日曜開庁業務の継続

企画財政課ほか

町民課ほか

町民課・収納課・会計課

コンビニでの住民票や印鑑証明書交付の検討

コンビニ収納の導入

くらしの便利帳の発行

待機児童解消への取組み

図書館の開館時間の延長を検討

土日の健康診査業務の実施

公共交通（デマンドタクシー）の運行

水道課

学校教育課・給食センター

都市計画図のインターネット配信

電子決裁の導入

統合型GISの活用による業務の効率化

都市計画課

総務課

管財課

（６）民間活力の積極的活用

図書館・生涯学習課・社会福祉課町の施設における指定管理者制度の導入を検討

民間保育所の誘致

協働に関する指針の策定

ボランティア団体やＮＰＯの育成・支援

観光協会の設立

水道事業における総合委託の導入

学校給食センターにおける給食調理業務の民間委託を検討

公園管理における里親制度の拡充

企画財政課・全庁

交通防災課

都市施設管理課

企画財政課・全庁

３．町民参画と協働のまちづくりの推進

（１）町民と行政の協働

町民活動推進課

都市施設管理課

秘書課

道路管理における里親制度の拡充

町民特派員による広報作成

生涯学習課

住民基本台帳カードの普及推進 町民課

町民課

収納課ほか

秘書課

人材派遣などの活用

総合型地域スポーツクラブの設立

児童福祉課

図書館

健康づくり課

町民活動推進課

企画財政課

（５）行政情報化の推進

災害時応援協定の拡充

産学官連携事業の推進

児童福祉課

商工観光課

（４）行政サービスの質的向上

２．経営型行政運営の推進

■行政改革大綱実施計画　実施項目一覧



P48

P48

P49

P49

P50

P50

P51

P51

P52

（２）町民参画の推進と情報公開

秘書課

秘書課・全庁

３．町民参画と協働のまちづくりの推進

■行政改革大綱実施計画　実施項目一覧

町民活動推進課・全庁

出前講座の推進

町民活動推進課・全庁

道路公園整備課

企画財政課ほか

秘書課

町長交際費の公開

秘書課・全庁

秘書課

広聴会の（全行政区）実施

パブリックコメント制度の推進（条例制定）

各種審議会における公募委員の拡充

各種審議会における女性委員の比率向上

計画策定等におけるワークショップの活用

財務情報の公開の拡充

町公式ホームページの充実



１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010101

010102

「事業仕分け」について
前年度の検証を行い，事
業選定に改善を加え実
施。外部評価委員会の設
立については要綱や予算
を含め平成26年度に設
置・開催する準備を整え
た。

年次計画

関係要綱を整備し，
外部評価委員会を設
立する。

外部委員による，行
政評価の外部評価を
実施する。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

進捗状況

これまでの担当課に
よる評価のみでな
く，各課の事業を選
定のうえ，ヒアリン
グ形式による庁内で
の評価（計119事業）
を行った。

実施項目名 放課後子ども対策事業の一元化の検討 担当課

外部評価導入に向け
て，他自治体の事例研
究と年次計画を作成。
また，外部評価の手法
でもある『事業仕分
け』について，予算を
上程・可決された。

「事業仕分け」を実
施。コーディネー
ター1名，仕分け人5
名，町民判定員20名
からなる班を2班編成
し，各班8事業ずつ，
合計16事業の仕分け
を行った。

平成24年度から組織の一元化を図るとともに，事業については平成25年度までに方向性を
決定する。

児童館

実施項目名 担当課 企画財政課

役場内部での評価においては，いわゆる『お手盛り評価』に終始しており，客観性や公平
性の評価に限界が生じている。より効果の高い評価とするため，外部委員など第三者によ
る客観的な評価制度の導入を目指す。

行政評価における外部評価の実施

概　　要

概　　要

放課後子どもプランに基づき平成22年度より実施している「放課後児童クラブ」と「放課
後子ども教室」において，現在は児童福祉課と生涯学習課が連携しながら事業を推進して
いるところであるが，事業の類似性及び事業が拡大方針であることから，組織及び事業の
一元化を検討する。

達成目標

達成目標 平成24年度より，行政評価の外部評価を実施する。

H22 H23 H24 H25

事務事業評価シート
の様式を改良する。
事務事業の精度を高
めるために，内部評
価としての庁内評価
を行う。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

進捗状況

事業を担当する両課
において調整会議を
持ち，まず，組織の
一元化のパターンを
想定してメリット･デ
メリットを整理し
た。

児童福祉課と生涯学
習課において協議の
結果，児童館で放課
後子どもプラン事業
を実施することに決
定。

保健福祉部児童館で
放課後子どもプラン
実施。

「貼り付け箇所」

H25

児童福祉課と生涯学
習課において調整会
議を立ち上げ，検討
に着手する。

上期までに関係課間
での調整を行い，現
場の方針を決定する
とともに，庁内組織
機構についても調整
する。

組織を一元化する。
併せて事業の一元化
を検討する。

事業の一元化の方向
性を決定する。

　
保健福祉部児童館で
放課後子どもプラン
の全校（8校）実施が
完了した。

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

1



１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010103

010104

年次計画

進捗状況

阿見町立小中学校適
正配置基本計画検討
委員会を開催。
H23年度から策定を開
始する教育振興基本
計画の予算措置等を
行った。

教育振興基本計画策
定委員会を設置，３
回の委員会を開催，
骨子案に適正規模の
検討を位置づけた。

H25年度の事業実施に
向けた準備を行っ
た。
先進自治体を調査
し，阿見町立学校再
編計画策定業務を委
託した。

H23 H24

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要

少子高齢化により児童生徒数が減少する状況となり，平成20年4月には茨城県教育委員会か
ら「公立小・中学校の適正規模について（指針）」が示された。それにより，教育環境の
整備のために町立小中学校の学校規模の適正化を図る学校再編が必要となり，基本的な考
え方をまとめ，再編を検討する。

達成目標 平成25年度までに，再編計画について町民の理解を得るための住民説明を実施する。

H25

町内各学校の現状分
析及び児童・生徒の
動向調査。
基本的な条件の整
理。

教育振興基本計画策
定事業で，学校再編
について検討する。

教育振興基本計画策
定事業で，学校再編
について方針を決定
する。

学校再編方針に基づ
き再編に向けた住民
説明等を実施する。

H22

「貼り付け箇所」

実施項目名 学校の再編を検討 担当課 学校教育課

進捗状況

歴代の実行委員長で
組織する「まい・あ
み・まつり見直し検
討会」を３回行い，
今後の対応方針を検
討した。

青少年非行防止の観
点からまつり終了時
間を３０分繰り上げ
る為のプログラムを
構成し，まつりを実
施した。

町民に親しみのある
阿見音頭を盆踊りに
採用することで，よ
り多くの行政区が参
加できるような構成
とした。また，賑わ
いの創出のためアミ
ゴンを復活した。

年次計画

第５次総合計画に掲げている展開方針等に基づき，町民のニーズを的確に捉えながら，よ
り多くの町民がふれあえるまつりの実現を目指す。

H25

現行のまつりが抱え
る課題・問題点等に
的確に対応するた
め，歴代実行委員長
で構成する検討会を
組織し，見直し方針
を定める。

第５次総合計画及び
まい・あみ・まつり
見直し方針に基づく
まつりの実施

第５次総合計画及び
見直し方針に基づく
まつりの実施
町民ニーズの調査

第５次総合計画及び
見直し方針に基づく
とともに，町民の
ニーズを的確に捉え
たまつりの実施

H22 H23 H24

実施項目名 まい・あみ・まつり事業の見直し 担当課 商工観光課

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要

ふるさと創生事業の一環として始まり，平成22年度で21回を迎え，これまで多くの町民の
協力と参加により行われてきたが，一方でイベントのマンネリ化や様々な問題点も指摘さ
れている。そのため，より多くの町民が楽しく参加できるものとなるよう見直しを行って
いく。

達成目標

まい・あみ・クリー
ン３か条を掲げ、会
場内の美化とごみの
縮減を図った。
開催時間を早めると
ともに、熱中症対策
を強化した。

「貼り付け箇所」

住民意向調査（意見
交換会、保護者・児
童生徒アンケート）
を基に学校再編検討
委員会において検討
し「阿見町立学校再
編に関する基本方
針」を策定した。

「貼り付け箇所」

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 調査・検討・準備 一部実施・試行 

実施・目標達成 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010105

010106

進捗状況

現在契約している事
業者（３社）に対し
て，同一契約に向け
ての説明を行った。

調査した結果，同一契約
については，業務内容が
異なるため単価の検討を
行い個別事業契約するの
が望ましいと思われる
が，業者の反対があると
きは，H24入札を取り入
れる。

ステーション回収方式
（資源ごみコンテナ設
置・回収業務）について
入札を実施。
H23：20,680,800円
に対し，
H24：14,258,998円
前年比：約31.1％減

H26よりルート回収及びス
テーション回収の業務を一
本化し，かつ3年間の複数
年度契約とした。
H26～H28契約額
276,792,000円(税抜)
H23～H25支払実績額
291,875,839円(税抜)
15,083,839円の減額

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

H25

同一契約に向けて検
討をすすめる。

ルート回収とステー
ション回収の同一契
約の実施
（H24債務負担契約）

ルート回収とステー
ション回収の同一契
約による事業開始

ルート回収とステー
ション回収の同一契
約による事業の継続

「貼り付け箇所」

概　　要

現在，町はルート回収方式（可燃ごみ及び不燃ごみをごみ収集車が巡回して回収する方
式）と資源ごみステーション回収方式（びん・かん・ペットボトルという資源ごみを回収
車が週1回巡回して回収する方式）を別々に発注・契約しているが，これを集約して一括発
注・契約することで，事業費総額の削減を行う。

達成目標 平成24年度から，同一契約による総事業費の削減を行う。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施項目名 リサイクル事業契約方法の見直し 担当課 廃棄物対策課

進捗状況

22年度より，事業を
廃止。

参考：H21年度決算額
⇒174,775円。

22年度より，事業を
廃止。

同左

年次計画

合同七五三祝典は，
22年度をもって廃止
とした。

合同七五三祝典は，
22年度をもって廃止
とした。

合同七五三祝典は，
22年度をもって廃止
とした。

H22 H23 H24

概　　要
昭和38年頃から，新生活運動の一環として，町主催による合同七五三祝典を阿見会館で実
施し，昭和56年度からは，各小学校単位で合同七五三祝典を実施してきたが，時代の変化
や，近隣市町村の実施状況を踏まえ，事業の廃止を検討する。

達成目標 平成22年度より合同七五三祝典を廃止する。

H25

平成21年度から調
査・検討をしてきた
結果，時代にそぐわ
ないと判断したた
め，22年度より廃止
することとした。

実施項目名 合同七五三祝典事業の見直し 担当課 中央公民館

同左

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

調査・検討・準備 

実施・目標達成 

調査・検討・準備 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010107

010108

同左

「貼り付け箇所」

進捗状況

健康志向の高まり，
タスポの導入やたば
こ税の増税などによ
る販売の低迷，たば
こ販売組合員の減少
などを考慮し，今後
の組合の活動のあり
方を検討した。

組合解散により補助
不用となった（補助
金支出なし）。
参考：Ｈ22年度決算
額⇒300,000円

平成23年度組合解散に
より，平成24年度以降
予算計上なし。

達成目標 平成23年度より，たばこ販売団体への補助を廃止する。

年次計画

H22 H23 H24 H25

健康志向の高まり，タ
スポの導入，たばこ税
の増税などによる，た
ばこ販売の低迷，たば
こ販売組合員の減少な
どを考慮し，今後の組
合の活動のあり方を検
討する。

平成23年度の第1回役員
会までで，事務局を町
から組合に返還する。
また，たばこ販売団体
補助金について，平成
23年度より支出しな
い。

平成23年度，事業廃
止。

概　　要
阿見町たばこ販売組合に対する補助，および事務局としての各種事務や催事等への協力に
ついて，団体の活動内容と補助金のあり方を精査し，補助金の見直しを行う。

「貼り付け箇所」

実施項目名 たばこ販売団体補助事業の見直し 担当課 税務課

「貼り付け箇所」

進捗状況

結婚相談所事業の内
容を調査し，今後2年
の間に実績を見据え
て廃止を進めること
とした。

H25

結婚相談事業の内容
を調査・検討

結婚相談事業の内容
を検証しつつ一部改
善の実施

結婚相談事業の見直
し

補助事業廃止

概　　要
少子化時代の貴重な出会いの場として，出会いの場を設ける結婚相談事業の運営等助成を
行っているが，いばらき出会いサポートセンター等の利用により広域的になることから，
見直しを検討する。

達成目標
いばらき出会いサポートセンター事業の活用を図るとともに，H25年度までに事業への補助
を廃止する。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施項目名 結婚相談所補助事業の見直し 担当課 町民活動推進課

平成23年度，事業廃
止。

「貼り付け箇所」

廃止を見据え，社会福祉
協議会と協議を行った。
いばらき出会いサポート
センター事業に参加（負
担金支払，各種会議，研
修会）し，今後結婚相談
事業をいばらき出会いサ
ポートセンターに軸足移
行を進めた。

補助金廃止を見据え，社
会福祉協議会と協議を
行った。
新規会員募集の停止，会
員のいばらき出会いサ
ポートセンターの紹介，
相談員のマリッジサポー
ターへの登録案内を進め
た。

補助事業廃止

「貼り付け箇所」調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010109

010110

「貼り付け箇所」

進捗状況

３か年実施計画ヒア
リング時（補正予算
ヒアリング時含
む。）に新規事業に
ついて，国庫補助金
等の活用の可否の確
認を行った。

３か年実施計画ヒア
リング時に国庫補助
等の財源確保策を確
認するとともに，当
初予算編成において
再度予算全体につい
て財源確認を行っ
た。

３か年実施計画ヒア
リング時に国庫補助
等の財源確保策を確
認した。また，国緊
急経済対策に伴う財
政措置について，対
象事業への財源調整
を行った。

３か年実施計画ヒア
リング時に国庫補助
等の財源確保策を確
認した。また，国緊
急経済対策に伴う財
政措置について，対
象事業への財源調整
を行った。

H25

３か年実施計画計上
事業などについて，
要望時に国庫補助
金，県補助金の積極
的な活用を図れるよ
う，実施方法を検討
する。

３か年実施計画要求
時に，積極的な活用
等について，周知す
る。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

「貼り付け箇所」

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要
税収の低迷が続く中，町民のニーズは多様化しており行政サービスの拡充はどうしても避
けられない状況にある。そのため，町の財源不足を補う方法として，国や県の補助金を積
極的に活用していく必要がある。

進捗状況

記念品の贈呈は22年度まで
で終了し，23年度の予算計
上はなし。22年度決算額⇒
1,028.000円。
今後は人間ドック・脳ドッ
クの補助の充実等を図り，
疾病の早期発見，早期治療
につなげることにより医療
費の抑制を図る。

23年度より，事業を
廃止した。

達成目標
３か年実施計画計上事業などについて，要望時に国庫補助金，県補助金の積極的な活用を
図るよう平成23年度（平成24年度予算）から周知を行う。

同左 同左

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

H25

無受診世帯への記念
品の見直しを検討す
る。

平成23年度に廃止す
る。

平成23年度，廃止。 平成23年度，廃止。

実施項目名 国や県の補助金を活用し一般財源の歳出を抑制する 担当課 企画財政課・全庁

年次計画

「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

概　　要
医療費の抑制に貢献したことに対して，前年度年間無受診世帯に記念品を贈呈している
が，医療費抑制につながる効果が見い出せないなどの理由により実施している市町村も少
ないことから見直しを行う。

達成目標 平成23年度に事業を廃止する。

実施項目名 無受診世帯記念品贈呈事業の見直し 担当課 国保年金課

実施・目標達成 一部実施・試行 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

5



１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010111

010112

H25

「貼り付け箇所」

平成24年8月から，シ
ルバー人材センター
及び社会福祉協議会
において，光熱水費
の応分の負担額徴収
を実施。両者とも経
営改善に向けて検討
に入っている。

光熱水費等の負担割
合，及びそれに見
合った業務の見直し
等について検討し，
方向性を決定する。

光熱水費等の負担，
及び業務の見直しを
順次実施。

光熱水費等の負担，
及び業務の見直しを
順次実施。

進捗状況

平成22年12月7日，シ
ルバー人材センター
理事会，12月27日社
協の理事会に出席し
平成23年度に負担分
を協議し，平成24年
より負担をお願いす
ることを確認した。

引き続きシルバー人
材センター並びに社
協の理事会に対し,光
熱水費等の応分の負
担協力を打診。シル
バーセンターからは
Ｈ24年度から負担確
約を得る。

平成24年8月から，シル
バー人材センター及び
社会福祉協議会におい
て，光熱水費の応分の
負担額徴収を実施。両
者とも経営改善に向け
て検討に入っている。

達成目標 平成23年度中に方向性を決定し，平成24年度より順次実施していく。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

外郭団体の自立に向
けて町の関与のあり
方を検討する。

補助金交付額削減基
準を策定し，繰越金
の額に応じ当初予算
に計上する補助金の
減額を行った。

補助金交付額削減基
準に基づき，繰越金
の額に応じ当初予算
に計上する補助金の
減額等を行った。

外部評価である「事
業仕分け」におい
て，補助金を支出し
ている７事業を評価
対象に加え，課題点
等の洗い出しを行
い，見直しに着手し
た。

外部評価である「事
業仕分け」におい
て，補助金を支出し
ている６事業を評価
対象に加え，課題点
等の洗い出しを行
い，見直しに着手し
た。

概　　要

社会福祉協議会やシルバー人材センターの外郭団体運営については，これまで一部の人件
費や車両購入費・光熱水費・賃料等を町が負担してきており，経営努力を促す仕組みに
なっていないと監査等から指摘されてきた経緯があることから，町の関与の見直しを図
り，団体の自立を目指す。

「貼り付け箇所」

繰越金の適正化によ
る補助額の抑制を継
続する。

繰越金の適正化によ
る補助額の抑制を継
続する。

数件程度の補助金
（事業）を選定し，
外部評価を実施す
る。

数件程度の補助金
（事業）を選定し，
外部評価を実施す
る。

「貼り付け箇所」

実施項目名
外郭団体の自立に向けて町の関与のあり方を検討す
る

担当課 社会福祉課・全庁

進捗状況

達成目標
平成24年度に導入予定の外部評価において，評価対象事業の一つとして，各種補助金（事
業）を取り上げる。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

概　　要

各種補助金の適正化についてはこれまでも，繰越金の適正化を図るなど，適正化について
検討してきたところである。また，財政の健全化の観点から一律何％かの削減が検討課題
となったが，事業内容等の相違から一律に補助額を削減することは困難なのが現状であ
る。今後はポイントを絞った方法で，外部的視点での評価が有効と考えられる。

実施項目名 各種補助金の適正化をすすめる 担当課 企画財政課・全庁

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 調査・検討・準備 

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（１）事務事業の見直し
010113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

進捗状況

地球温暖化対策の推
進については，従来
から取り組んでいる
地球温暖化対策実行
計画（エコオフィス
活動）の充実にて対
応することとした。

年度当初に各施設管理者
を対象に説明会を実施。
データを集計しCO2排出
量を算定した結果，Ｈ22
年度分は4,148ｔであ
り，平成12年度排出量の
13.8％削減に相当。目標
値の8％削減を達成し
た。

年度当初に各施設管理者を
対象に再生可能エネルギー
についての学習会と温暖化
対策の説明会を実施。デー
タを集計しCO2排出量を算
定した結果，Ｈ23年度分は
3,587ｔ-CO2であり，平成
12年度排出量の25.2％削減
に相当。目標値の9％削減
を達成した。

第二期地球温暖化対
策実行計画は目標の
8％削減を達成した。
また、茨城エコ事業
所の登録を行うとと
もに、新たに第3期実
行計画を作成しCO2の
排出削減に取組む。

「貼り付け箇所」

H25

・採用する環境マネ
ジメントシステムの
選択
・エコアクション21
勉強会

・各施設の管理者，
担当者説明会の開催
・各施設の前年度実
績報告書の集計，分
析

・各施設の管理者，
担当者説明会の開催
・各施設の前年度実
績報告書の集計，分
析

・各施設の管理者，
担当者説明会の開催
・各施設の前年度実
績報告書の集計，分
析
・第2期計画の検証
・第3期計画の立案

「貼り付け箇所」

概　　要
地球温暖化対策及び霞ケ浦沿岸自治体の責務として，平成14年度から取り組んでいる地球
温暖化対策実行計画（エコオフィス活動）の充実を図る。
＊第2期計画期間　平成20～24年度

達成目標
基準年度である平成12年度と比較して，目標年度である平成24年度の町施設の温室効果ガ
ス排出量を8％以上削減する。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施項目名 地球温暖化対策の推進 担当課 環境政策課・全庁

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010201

010202

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

現地調査及び台帳処
理作業を継続する・

H22

H24

概　　要
町内の家屋について現地調査等を行い，課税台帳に登録してある事項（所在・種類・構
造・床面積等）と照合，増改築や未登記による課税もれ，または，取り壊し等がある家屋
の更正処理をすることにより，公平・公正な課税を図っていく。

達成目標 現況と一致していない土地・家屋の課税台帳の件数を，H25年度に100件以内とする。

年次計画

現地調査及び台帳処
理作業を継続する。

評価替に伴い，前回
計画立案時点以降の
不一致家屋の把握。
現地調査及び台帳処
理作業を継続する。

現地調査及び台帳処
理作業を継続する。

「貼り付け箇所」

現地調査及び台帳更
正処理作業の実施。

H25

現地調査及び課税台
帳更正処理作業を実
施した。
24年度の処理筆数は
1,735筆，累計処理筆
数 は2,303筆，全体
2,887筆の79.8％の処
理。

担当課 税務課家屋の一棟照合による課税の適正化

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

概　　要

実施項目名 担当課

達成目標 現況と一致していない土地・家屋の課税台帳の件数を，H25年度に100件以内とする。

税務課

町内の土地について，現地調査等を行い，宅地・田・畑・雑種地など現在の利用状況と課
税台帳に登録してある事項を照合，課税地目を更正処理することにより，公平・公正な課
税を図っていく。

土地の一筆照合による課税の適正化

引き続き現地調査及
び台帳異動処理を
行った。
24年度の処理棟数は
187棟，累計処理棟数
は3,813棟，全体
5,455棟の69.9％の処
理。

　現地調査及び課税
台帳更正処理作業を
実施した。
　H25年度の処理筆数
は422筆，累計処理筆
数は2,725筆，全体
2,887筆の94.4％の処
理。

「貼り付け箇所」

H23 H24

現地調査及び課税台
帳更正処理作業を実
施した。
22年度の処理筆数は
360筆，累計処理筆数
は360筆，全体2,887
筆の12.5％の処理。

現地調査及び課税台
帳更正処理作業を実
施した。
23年度の処理筆数は
208筆，累計処理筆数
は568筆，全体2,887
筆の19.7％の処理。

対象地の把握，処理
優先順位の検討。

H22 H23

進捗状況

前年度に引き続き現
地調査及び課税台帳
異動処理を行った。
22年度の処理棟数は
643棟，累計処理棟数
は3,588棟，全体
5,455棟の65.7％の処
理。

震災の影響及び評価
替えにより処理件数
は減少した。
23年度の処理棟数は
38棟，累計処理棟数
は3,626棟，全体
5,455棟の66.5％の処
理。

実施項目名

現地調査及び台帳更
正処理作業の実施。

年次計画

進捗状況

　引き続き現地調査
及び台帳異動処理を
行った。
　H25年度の処理棟数
は416棟，累計処理棟
数は4,229棟，全体
5,455棟の77.5％の処
理。

「貼り付け箇所」

H25

現地調査及び台帳更
正処理作業の実施。

一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010203

010204

個人住民税システム
へ未申告該当者の抽
出機能を追加し，直
近のデータでの抽出
を可能とし，早期に
未申告者への催促を
実施する。

個人住民税システム
へ未申告該当者の抽
出機能を追加し，直
近のデータでの抽出
を可能とし，早期に
未申告者への催促を
実施する。

進捗状況

ハガキによる未申告
者への通知を7月と9
月の2回実施した。
22年度の町・県民税
未申告者数は，353
人。

ハガキによる未申告
者への通知を7月と9
月の2回実施した。
23年度の町・県民税
未申告者数は，387
人。

年次計画

概　　要
所得税及び住民税（町・県民税）の申告を行っていない者に対し，その催促（通知・臨戸
訪問）を効果的に行うことにより，公平・公正な課税を行うとともに，税収の安定的な確
保を図る。

達成目標
早期に未申告者への催促を行い，H25年度の町・県民税の未申告者数を400人以下にする。
（H21年度：440人）

達成目標 町内の土地区画整理事業のすべてが換地処分終了するまで実施する。

実施項目名 町民税の未申告調査の強化による課税の適正化

進捗状況

事業主体者の使用収
益開始に合わせみな
す課税を実施した。

事業主体者の使用収
益開始に合わせみな
す課税を実施した。

事業主体者の使用収
益開始に合わせみな
す課税を実施した。

担当課

　事業主体者の使用
収益開始に合わせみ
なす課税を実施し
た。

実施項目名 土地区画整理事業地内におけるみなす課税の実施 担当課 税務課

概　　要

土地区画整理事業施行中の土地について，台帳(土地登記簿)と換地先が異なり適正な課税
が出来ないことから，使用収益が開始された年の翌年度から換地処分されるまでの間，仮
換地の指定を受けた者（保留地については事業施行者以外の権利取得者）をその所有者と
みなし，現況の地目により課税することで，課税の公平性と税収の確保を図る。

H25

事業主体者の使用収
益開始に合わせて事
務処理を行なう。

事業主体者の使用収
益開始に合わせて事
務処理を行なう。

事業主体者の使用収
益開始に合わせて事
務処理を行なう。

事業主体者の使用収
益開始に合わせて事
務処理を行なう。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」

ハガキによる未申告
者への通知を7月と9
月の2回実施した。
24年度の町・県民税
未申告者数は，322
人。

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」

H25

ハガキによる未申告
者への通知を7月と9
月の2回実施する。

個人住民税システム
への扶養情報の入力
を当初課税（6月）ま
でに実施し，未申告
者の実態把握を早期
に実施する。

税務課

　ハガキによる未申
告者への通知を7月と
9月の2回実施した。
　H25年度の町・県民
税未申告者数は，275
人。

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010205

010206

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

・町債権における関係
条例等を整備する。
・介護保険料と後期高
齢医療保険料の滞納処
分等については，町税
徴収担当部署で実施す
ることの方向性につい
て検討する。

・条例等に基づき，適
正な町債権の徴収を図
る。
・介護保険料と後期高
齢医療保険料の滞納処
分等の町税徴収担当部
署での実施について，
関係部署と検討する。

町税徴収担当部署にお
いて，介護保険料と後
期高齢医療保険料の滞
納者に対する滞納処分
等を実施する。

進捗状況

町債権の適正な徴収
を図るため，税外収
入金に関する条例の
改正案について，関
係課の職員による協
議・検討を行った。

介護保険料と後期高
齢医療保険料の滞納
処分等について，H24
から町税徴収担当部
署での実施に向け
て，関係部署と調整
を行った。

計画どおり介護保険
料と後期高齢医療保
険料の滞納処分等を
実施した。

「貼り付け箇所」

年次計画

概　　要
町債権の適正な徴収を図るため，関係条例の制定や一部改正を行い，歳入確保対策を推進
する。また，公債権のうち介護保険料，後期高齢医療保険料の滞納処分等については，町
税徴収担当部署において実施することで，納付者の公平性の確保と収納率の向上を図る。

達成目標
H22年度までに条例等の整備を行う。また，H24年度から介護保険料，後期高齢医療保険料
滞納者の滞納処分等について町税徴収担当部署で実施する。

差押目標年間500件以
上，インターネット公
売の実施，管理職滞納
整理・職員滞納整理の
実施強化，その他租税
債権管理機構への事案
移管22件，適正な不納
欠損処分等を行なう。

差押目標年間500件以
上，インターネット公
売の実施，管理職滞納
整理・職員滞納整理の
実施強化，その他租税
債権管理機構への事案
移管23件，適正な不納
欠損処分等を行なう。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」

実施項目名 公金徴収体制の強化

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

収納課ほか

進捗状況

差押872件。インター
ネット公売6件。管理
職・職員滞納整理の実
施。租税債権管理機構へ
移管20件。不納欠損処理
額148,942千円（町税・
国保計）。
収納率は92.1％（現年度
97.9％，過年度25.2％）

差押件数875件。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
公売落札数14件。管理
職・職員滞納整理の実
施。租税債権管理機構へ
移管20件。不納欠損処理
額126,198千円（町税・
国保計）。
収納率 92.8％ 現年度
98.1％，過年度25.5％）

差押件数650件。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
公売落札数1件。管理
職・職員滞納整理の実
施。租税債権管理機構へ
移管22件。不納欠損処理
額75,974千円（町税・国
保計）。
収納率 93.2％ 現年度
98.0％，過年度25.3％）

担当課

概　　要
財政運営の基盤となる財源を確保するため，滞納者に対して茨城租税債権管理機構の活用
や滞納処分の積極的な推進により，町税の収納率向上を図るとともに，滞納額の縮減を図
る。

達成目標 H25年度までに町税収納率を93％とする。（21年度：90.5％）

H25

差押目標年間500件以
上，インターネット公
売の実施，管理職滞納
整理・職員滞納整理の
実施強化，その他租税
債権管理機構への事案
移管20件，適正な不納
欠損処分等を行なう。

差押目標年間500件以
上，インターネット公
売の実施，管理職滞納
整理・職員滞納整理の
実施強化，その他租税
債権管理機構への事案
移管21件，適正な不納
欠損処分等を行なう。

H22 H23 H24

実施項目名 町税の収納率向上 担当課 収納課

H25

町税徴収担当部署にお
いて，介護保険料と後
期高齢医療保険料の滞
納者に対する滞納処分
等を実施する。

「貼り付け箇所」

計画どおり介護保険
料と後期高齢医療保
険料の滞納処分等を
実施した。

「貼り付け箇所」

差押件数325件。（換価
額は前年度より増）管理
職・職員滞納整理の実
施。租税債権管理機構へ
移管24件。不納欠損処理
額27,334千円（町税・国
保計）。
収納率 94.0％ 現年度
98.3％，過年度29.8％）

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010207

010208

・町の平成24年度収
納強化対策方針に基
づいた対応を実施。
・年間滞納整理実施
計画策定と，それに
基づく滞納整理の実
施。

保育所利用者の公平負担と事業の安定運営を確保するとともに，滞納分を他の町民が負担
することのないようにする。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

・町の平成22年度収納強
化対策方針に基づいた対
応を実施。
・年間滞納整理実施計画
に基づいた滞納整理の実
施。
・未実行であった督促手
数料の徴収を平成23年1
月から実施。

達成目標
平成21年度収納率(現年度)98.27％を基準に，毎年度の収納率を向上させることで，平成25
年度までに100％の収納率を目指す。

H22 H23 H24

概　　要

概　　要

達成目標 平成25年度の現年度収納率を96％にする。

「貼り付け箇所」

実施項目名 保育料の収納率向上 担当課 児童福祉課

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

実施項目名 町営住宅使用料の収納率向上 担当課 都市施設管理課

H25

・夜間滞納整理の実
施。
・連帯保証人への連
絡。
（収納率93％）

・夜間滞納整理の実
施。
・連帯保証人への連
絡。
（収納率94％）

・夜間滞納整理の実
施。
・連帯保証人への連
絡。
（収納率95％）

年次計画

「貼り付け箇所」

進捗状況

・児童福祉課職員と保育
所現場職員(所長･係長)
の連携による滞納者への
滞納整理を実施。
・H23年1月(12月徴収分)
から督促手数料の徴収を
実施。
・H22年度収納率(現年
度)は98.0％。

・児童福祉課職員と
保育所職員の連携に
よる滞納者への滞納
整理を実施した。
・これにより平成23
年度収納率（現年
度）は98.4％に改善
した。

・児童福祉課職員と
保育所職員の連携に
よる滞納者への滞納
整理を実施した。
・これにより平成24
年度収納率（現年
度）は98.8％に改善
した。

進捗状況

・夜間滞納整理の実
施。(29件）
・連帯保証人への連
絡。（20件）
（収納率96％）

・夜間滞納整理の実
施。(30件)
・連帯保証人への連
絡。(20件)
（収納率94％）

・夜間滞納整理の実
施。(30件)
・連帯保証人への連
絡。(0件)
（収納率91％）

・職員による滞納整
理及び児童手当から
の特別徴収等の納付
相談を実施した。
・しかし、平成25年
度収納率（現年度）
は98.0％に減少し
た。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため，使用料滞納者に対する夜間訪問徴収等及び
新規滞納者の早期解消に努め，収納率の向上を図る。

・夜間滞納整理の実
施。
・連帯保証人への連
絡。
（収納率96％）

・町の平成25年度収
納強化対策方針に基
づいた対応を実施。
・年間滞納整理実施
計画策定と，それに
基づく滞納整理の実
施。

・町の平成23年度収
納強化対策方針に基
づいた対応を実施。
・年間滞納整理実施
計画策定と，それに
基づく滞納整理の実
施。

H25

・夜間滞納整理の実
施。(30件)
・連帯保証人への連
絡。(0件)
（収納率92％）

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

11



１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010209

010210

年次計画

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

進捗状況

徴収金額・徴収方法
等について検討す
る。
徴収条例の３月議会
への上程にあわせ，
関係団体などへ協力
を求めていく。

H23年度より，使用料
の徴収を開始予定。

H23年度より，使用料
の徴収を行う。

H23年度より，使用料
の徴収を行う。

H22

「貼り付け箇所」

進捗状況

概　　要
有料体育施設との均衡化並びに受益者負担の原則により，学校体育館等の利用について使
用料の徴収を開始し，体育施設管理の財源に充てる。

達成目標 平成23年度より，使用料金の徴収を開始する。

H25

H24

「貼り付け箇所」

実施項目名 学校施設の利用における料金徴収を検討 担当課 生涯学習課

年次計画

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

これまでも，催促状の送付・訪問徴収の実施など，小・中学校と教育委員会事務局で滞納対策を行っ
てきたが，過去の滞納額が累積し，収納率が毎年低下（平成21年度決算:93.4％）している。そのた
め，私債権管理条例を制定し，徴収不能債権を不納欠損処分するとともに，訪問等により悪質滞納者
を特定し，簡易裁判所の支払督促等により法的措置を講じていく。

達成目標 平成25年度までに収納率を96％以上に到達させる。

H25

私債権管理条例を制
定し，徴収不能債権
を不納欠損処分す
る。

滞納者の状況調査を
行い，悪質滞納者に
簡易裁判所の支払督
促を行う。

簡易裁判所の支払督
促に応じない悪質滞
納者を提訴し，裁判
所の債務名義を取得
する。

強制執行により悪質
滞納者の財産処分を
行う。

H22 H23

H24

収納対策委員会主導に
より「阿見町の私債権
の管理に関する条例」
が制定された。滞納者
情報の取りまとめが間
に合わず，不納欠損処
分に至らなかった。
収納率は92.82％。

阿見町学校給食費滞納
整理要綱を策定し，不
納欠損処理76人分
6,353,700円を実施。収
納率は92.51％。
悪質滞納者に対する支
払督促までは至らな
かった。

不納欠損処理12人分
1,274,851円を実施。収
納率は93.92％。
悪質滞納者に対する支
払督促までは至らな
かった。

催告書を送付。
滞納者情報の取りま
とめが間に合わず、
不納欠損処分及び悪
質滞納者に対する支
払督促に至らなかっ
た。
収納率92.41％

「貼り付け箇所」

実施項目名 学校給食費の収納率向上 担当課 学校教育課

概　　要

有料公共施設との公平性
の確立および電気料金の
1/2相当額を受益者（利
用者）に負担していただ
くべく，「阿見町立学校
体育施設使用料条例」を
制定し，H23年度より使
用料の徴収を開始するこ
ととした。

条例を制定し，4月1
日から1回の使用につ
き体育館は200円，武
道場は100円を徴収。
Ｈ23年度の収入額
は，合計573,400円。

条例を制定し，4月1
日から1回の使用につ
き体育館は200円，武
道場は100円を徴収。
Ｈ24年度の収入額
は，合計587,900円。

条例を制定し，4月1
日から1回の使用につ
き体育館は200円，武
道場は100円を徴収。
Ｈ25年度の収入額
は，合計550,200円。

H23

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010211

010212

進捗状況

「貼り付け箇所」

年次計画

「貼り付け箇所」

H25

平成21年度固定資産
税評価額に基づき借
地料の算定を行う。

平成21年度固定資産
税評価額に基づき借
地料の算定を行う。

平成24年度固定資産
税評価額に基づき借
地料の算定を行う。

平成24年度固定資産
税評価額に基づき借
地料の算定を行う。

・処理手数料実績
　家庭系ごみ
　4,794,150円
　事業系ごみ
　110,814,000円
　計：115,608,150円
　前年比：46.1％増

・処理手数料実績
　家庭系ごみ
　5,227,650円
　事業系ごみ
　111,078,500円
　計：116,306,150円
　前年比：約0.6％増

年次計画

H22 H23 H24

概　　要
町公共施設等の借地について固定資産税の評価額の4％を基本算定方針とし，特殊事情によ
る例外措置等については，阿見町町有財産管理委員会に諮り算定方針の見直しを図る。

達成目標
H24年度が評価替えの年度となるため，H24～26年度は，H24年度評価額にて算定・契約す
る。

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」

実施項目名 借地料の見直し 担当課 管財課・全庁

進捗状況

・近隣市町村の処理手数
料を調査し，町廃棄物処
理条例の一部改正および
料金改定（23年4月1日施
行）を行った。
家庭系ごみ100円⇒150
円，事業系ごみ150円⇒
230円

「貼り付け箇所」

概　　要

霞クリーンセンターに直接搬入されるごみについては処理手数料を徴収しているが，
H12.7.1の改正以降，見直しをしていないため，次の理由により見直し改正を行う。
（1）処理手数料を処理経費に見合う額にするため改正する。
（2）近接市町村との処理手数料格差の解消を図るため改正する。

達成目標 平成22年度中に条例改正と周知を行い，平成23年度から施行する。

H25

・処理経費と処理手数料
の費用バランス試算
・近隣市町村の処理手数
料の調査
・町廃棄物処理条例の改
正
・広報紙等による町民，
事業者への周知

・H23.4.1から施行 ・H23.4.1から施行 ・H23.4.1から施行

実施項目名 ごみの手数料の見直し 担当課 廃棄物対策課

「貼り付け箇所」

・処理手数料実績
　家庭系ごみ
　5,485,650円
　事業系ごみ
　104,088,340円
　計：109,573,990円
　前年比：約5.8％減

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

平成21年度の固定資
産税評価額に基づき
借地料の算定を行っ
た。
平成22年度の年間借
地料は，34,206,865
円

平成21年度の固定資
産税評価額に基づき
借地料の算定を行っ
た。
平成23年度の年間借
地料は，34,240,016
円

平成24年度の固定資
産税評価額に基づき
借地料の算定を行っ
た。
平成24年度の年間借
地料は，31,428,995
円

 
平成24年度の固定資
産税評価額に基づき
借地料の算定を行っ
た。
平成25年度の年間借
地料は，31,070,491
円

一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010213

010214

進捗状況

払下希望者からの申
請により，売却手続
を行った。
22年度の処分実績
は，4243.87㎡，
7,770,137円

払下希望者からの申
請により，売却手続
を行った。
23年度の処分実績
は，146.47㎡，
513,600円

払下希望者からの申
請により，売却手続
を行った。
24年度の処分実績
は，851.47㎡，
4,047,756円

年次計画

遊休町有地の売却及びその利用拡大を図り，H25年度の，普通行政財産の売却割合を25％と
する。

H25

払下希望者からの申
請により，手続を行
う。

払下希望者からの申
請により，手続を行
う。

払下希望者からの申
請により，手続を行
う。

払下希望者からの申
請により，手続を行
う。

H22 H23 H24

既存利用者への事業
PRを実施してきた
が，目標をやや下
回った。
【広告掲載実績】
　　広報･･･58件
　　町HP･･･24件

既存利用者への訪問
事業PRを実施した。
目標をやや下回った
が，前年度は上回っ
た。
【広告掲載実績】
　　広報･･･59件
　　町HP･･･27件

割引制度は見送った
が，掲載可能な事業
所の所在地を近隣自
治体まで広げ，財源
確保に努めた。
【広告掲載実績】
　　広報…66件
    町HP…24件

年次計画

概　　要
売却可能な資産として把握している財産は，土地の形態・場所の悪いものや売却するうえ
で支障となる点があり，処分することは困難である。各課所管の行政財産について払下申
請があった場合には阿見町町有財産管理委員会に諮り，売買又は交換等の手続を行う。

達成目標

掲載媒体の拡大（行
事カレンダー・配布
封筒・公用車広告等
から検討）する。
【広告掲載目標】
広報･･･72件
町HP･･･60件

H22 H23 H24

実施項目名 公共用地や公共施設の有効活用 担当課 管財課

進捗状況

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要
町が発行する広報紙・町ホームページなどの広告媒体として，商工業者等のＰＲイベント
や広告を有料掲載する。

達成目標
広告の掲載件数を100％まで増やし，地元産業の振興を図るとともに，広告掲載の収入によ
る町財源を確保する。

H25

既存利用者への事業
PRを実施

【広告掲載目標】
広報･･･60件
町HP･･･24件

町内事業者訪問によ
る事業PR活動を実施

【広告掲載目標】
広報･･･64件
町HP･･･36件

年間契約割引制度の
実施

【広告掲載目標】
広報･･･68件
町HP･･･48件

掲載媒体の拡大は，窓口
封筒，図書館貸出書籍の
カバーなど担当課で対
応。広報紙,HP実績は以
下のとおり。
【広告掲載実績】
　　広報…85件
　　町HP…28件

「貼り付け箇所」

実施項目名
広報あみ・町公式ホームページにおける有料広告の
推進

担当課 商工観光課

「貼り付け箇所」

 
払下希望者からの申
請により，売却手続
を行った。
25年度の処分実績
は，671.76㎡，
1,644,753円

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010215

010216

・民間との共同分譲
・アイデア募集によ
る保留地分譲
・保留地処分額
247,950千円

・民間との共同分譲
・アイデア募集によ
る保留地分譲
・保留地処分額
96,800千円

・民間との共同分譲
・アイデア募集によ
る保留地分譲
・保留地処分額
67,500千円

・民間との共同分譲
・アイデア募集によ
る保留地分譲
・保留地処分額
42,800千円

「貼り付け箇所」

達成目標 平成25年度までに保留地を88.6％販売し，平成27年度までに完売する。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

・誘致説明会や立地
企業の訪問，立地セ
ミナーでのPRなど，
積極的に企業誘致を
促進した結果，新規1
社の誘致に至った。
≪企業誘致実績≫
　新規1社（計16社）

・立地セミナー等でのPR
を積極的に行った。新規
立地は無いが，既立地企
業の用地追加取得や次年
度立地に向けての進捗が
あった。
≪企業誘致実績≫
　新規0社（計16社）

・立地セミナーや圏央道
沿線視察会等でのPRを継
続的に実施した。工場誘
致条例の企業立地等奨励
金の交付期間を5年間に
延長し(時限措置)新規立
地促進策を整えた。
≪企業誘致実績≫
　新規0社（計16社）

「貼り付け箇所」

年次計画

概　　要
土地区画整理事業の主財源である保留地処分金を確保するため販売を促進するとともに，
事業運営の健全化を図る。また，併せて定住促進による税収確保並びに地域活性化に努め
る。

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施項目名 本郷第一土地区画整理事業地内の保留地販売促進 担当課 都市計画課

進捗状況

・誘致説明会や立地
企業の訪問など，積
極的に企業誘致を促
進した結果，新規2社
の誘致に至った。
≪企業誘致実績≫
　新規2社（計15社）

概　　要
阿見東部工業団地に立地した企業に対し，阿見町工場誘致条例により，固定資産税相当額
の企業立地等奨励金や新規従業者数に対する雇用促進奨励金を対象年度から3年間交付す
る。

達成目標
県企業局と連携し，阿見東部工業団地への積極的な誘致活動を行なう。
H25年度の企業誘致目標：計17社

H25

・誘致説明会や立地企業
の訪問など，積極的に優
遇措置を紹介する。
・阿見町工場誘致条例に
よる奨励金を交付（3年
間）し，企業誘致を促進
する。
≪企業誘致目標≫
　新規1社（計14社）

・誘致説明会や立地企業
の訪問など，積極的に優
遇措置を紹介する。
・阿見町工場誘致条例に
よる奨励金を交付（3年
間）し，企業誘致を促進
する。
≪企業誘致目標≫
　新規1社（計15社）

・誘致説明会や立地企業
の訪問など，積極的に優
遇措置を紹介する。
・阿見町工場誘致条例に
よる奨励金を交付（3年
間）し，企業誘致を促進
する。
≪企業誘致目標≫
　新規1社（計16社）

・誘致説明会や立地企業
の訪問など，積極的に優
遇措置を紹介する。
・阿見町工場誘致条例に
よる奨励金を交付（3年
間）し，企業誘致を促進
する。
≪企業誘致目標≫
　新規1社（計17社）

H22

実施項目名 東部工業団地への企業誘致の促進 担当課 商工観光課

H23 H24

各種広告宣伝事業を
実施し，保留地処分
額197,087千円を処分
した。保留地の
99.4％（52,720㎡）
を販売し，目標を達
成。

「貼り付け箇所」

進捗状況

民間との共同分譲事
業，アイデア募集事
業，各種広告宣伝事
業を実施し，保留地
処分額359,151千円を
処分した。

一般保留地分譲と合わ
せて，民間との共同分
譲事業，各種広告宣伝
事業を実施し，保留地
処分額170,430千円を処
分した。
保留地の91.2%を販売
し，目標を達成。

民間との共同分譲事業
については完売。各種
広告宣伝事業を実施
し，保留地処分額
59,144千円を処分し
た。保留地の93.2％を
販売し，目標を達成。

実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（２）財源の確保
010217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

※平成24年度
追加項目

「貼り付け箇所」

進捗状況

設置から5年以上経過
している自動販売機
18箇所について入札
を行った。
納付金3,008,649円

設置から5年以上経過
している自動販売機2
箇所について入札を
行った。
H25入札分納付金
160,499円
合計納付金
3,169,148円

H22 H23 H24 H25

町施設の自動販売機
の設置に際して，原
則として，希望業者
の入札による料金を
加えることで収入の
増加を図る。

入札制度導入後の経
過や，利用状況など
を考慮し，台数の増
加などについても検
討を行う。

実施項目名 町有施設における自動販売機の入札制の導入 担当課 管財課

概　　要
これまで町施設の自動販売機の設置に際して，行政財産使用徴収条例に基づく定額の使用
料を徴収してきたが，これを希望業者の入札による料金を加えることで収入増加を図る。
※現行の使用料は，年額6,000円（屋外），12,000円（屋内）

達成目標 町施設の自動販売機設置について，平成24年度より希望業者の入札を行う。

年次計画

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（３）入札・契約制度の改善
010301

010302

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会の
結果を踏まえ，制度
改正を行う。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

「貼り付け箇所」

H22

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H23 H24

概　　要

「貼り付け箇所」

達成目標
入札契約制度の適正化の促進を図るため，平成22・23年度中に阿見町入札・契約制度改善
検討委員会を開催し，一般競争入札の拡大を図る。

年次計画

「貼り付け箇所」

H25

担当課 管財課

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会に
より一般競争入札枠
の拡大を含め，入
札・契約制度全般に
ついて検討を行う。

実施項目名

担当課 管財課実施項目名 入札・契約方法の見直し

H24 H25

概　　要

達成目標
入札契約事務の適正化の促進を図ることにより，公正性・公平性・透明性・競争性の一層
の向上と不正な入札の抑止を行い，公共事業発注に対する町民の信頼を確保する。また，
財源の有効かつ効率的な使用を目的とする。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

進捗状況

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会に
より一般競争入札を
建設工事で4千万円を
2千万円に拡大するこ
とについて検討を
行った。

前年度に検討した対
象金額（2千万円に拡
大）について，要綱
を改正して試行的に
実施。H23～24で運用
内容の状況を検証
し，その方向性を検
討する。

平成23年6月より対象
金額を2千万円に拡大
して試行実施。継続
して実施するととも
に，引き続き検証し
ていく。

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会に
より一般競争入札枠
の拡大を含め，入
札・契約制度全般に
ついて検討を行う。

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会の
結果を踏まえ，制度
改正を行う。

進捗状況

年次計画

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

阿見町入札・契約制
度改善検討委員会に
より一般競争入札，
最低制限価格，指名
業者事前公表，予定
価格の事後公表等に
ついて検討を行っ
た。

阿見町入札・契約制度改
善検討委員会により，指
名業者事後公表，建設工
事元請下請関係適正化試
行要綱，建設工事におけ
る現場代理人常駐義務緩
和取扱要綱等について決
定した。

一般競争入札の拡大

阿見町入札・契約制度改善検
討委員会により，最低制限価
格制度を一部改正し，最低制
限基本価格に，開札直前のく
じ引きで決定する係数(ﾗﾝﾀﾞﾑ
係数)を導入した。併せて､低
入札価格調査制度取扱要綱の
一部改正し，基本的に総合評
価方式による一般競争入札に
適用できることとした。

平成20年度に予定価格4千万円以上の建設工事を対象として一般競争入札枠の拡大を行った
が，さらに対象金額枠の拡大を図る。

平成23年6月より対象
金額を2千万円に拡大
して試行実施。継続
して実施するととも
に，引き続き検証し
ていく。

10万円以上の工事・業務について，入札・見積合せに関する事務を行い，契約の締結を行
う。また，契約・入札制度に関する調査検討を行い，改善点について入札･契約制度改善検
討委員会に諮る。

H22 H23

阿見町入札・契約制度改善検
討委員会により，建設工事予
定価格公表の一部変更，発注
標準金額及び格付等級区分，
指名業者数選定基準の一部変
更，阿見町の建設工事の競争
入札における取りおり方式試
行要領，阿見町入札・契約事
務に関する不当な情報提供要
求等対応要領について決定し
た。

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（４）地方公営企業の経営健全化
010401

010402

①基幹・補助管状整備
L=5,070.59ｍ
②支管整備（市街化区
域）L=562.9ｍ
③支管整備(市街化調整
区域)L=6,311.08ｍ
平成25年度普及率：
85.1％

「貼り付け箇所」

①基幹・補助管状整備
L=3,604.1ｍ
②支管整備（市街化区
域）L=2,361.0ｍ
③支管整備(市街化調整
区域)L=16,013.8ｍ
平成24年度普及率：
84.7％

概　　要

達成目標

進捗状況

実施項目名 上水道の普及率向上 担当課

進捗状況

配水管整備状況の現状を
把握し，平成36年度まで
の整備計画を策定した。
また整備計画の実現に向
けて，実施設計業務を委
託し，平成23年度工事発
注の準備を開始した。平
成22年度の普及率は，
81.1％。

①基幹・補助管状整
備3,178.51ｍ
②支管整備（市街化
区域）9,229.5ｍ
平成23年度普及率：
82.0％

平成22年度に導入予
定の総合委託によ
り，給水停止作業を
強化（毎月執行）す
る。

平成22年6月より毎
月，給水停止作業を
実施。また，11月よ
り，執行対象月数を
3ヶ月から2ヶ月へと
強化。
平成22年度の収納率
は，98.4％。

平成23年度からは，
毎月，給水停止を実
施した。また，7月か
らは，執行対象月数
を1ヶ月へと強化し
た。平成23年度収納
率：98.5％

1ヶ月以上の未納者に対
して給水停止の対象とし
て強化を図っていること
から，滞納者数の増加を
防ぐとともに，滞納者の
自主納付が促されてい
る。
平成24年度収納率：
98.8％

給水停止作業の強化
（毎月執行）を，継
続して実施する。

現年度収納率97.5％

給水停止作業の強化
（毎月執行）を，継
続して実施する。

現年度収納率98.5％

平成36年度までに，普及率を95％にすることを目的に，町内全域に配水管を整備する。
＊Ｈ25年度の普及率目標は，84.4％

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

阿見町水道施設整備基本計画に基づき，平成23年度～36年度までに町内全域に配水管を整
備する。この期間の配水管整備延長は，基幹管路47ｋｍ，配水支管132ｋｍを予定してお
り，工事費については，年間で5～6億円程度となる。また，整備済み地区の未加入世帯へ
の各戸訪問を行い加入を促す。

1ヶ月以上の未納者に対
して給水停止の対象とし
て強化を図っていること
から，滞納者数の増加を
防ぐとともに，滞納者の
自主納付が促されてい
る。
平成25年度収納率：
99.1％

上下水道課

概　　要

実施項目名 担当課 上下水道課

水道料金を滞納している者に対し，平成22年度より給水停止作業を強化（毎月執行）し，
利用者間の公平性を確保するとともに，収納率を向上させることで，水道事業の経営安定
化を図る。

水道料金の収納率向上

達成目標 平成25年度の現年度収納率を99.0％に上昇させる。

H22 H23 H24 H25

年次計画

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

給水停止作業の強化
（毎月執行）を，継
続して実施する。

現年度収納率99.0％

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

現状の配水管整備状
況の把握及び平成36
年度までに配水管整
備を目標とした阿見
町水道施設整備基本
計画の策定

①基幹・補助管状整
備2,710ｍ
②支管整備（市街化
区域）5,977ｍ

①基幹・補助管状整
備1,420ｍ
②支管整備（市街化
区域）5,493ｍ
③支管整備（調整区
域）8,910ｍ

①基幹・補助管状整
備1,700ｍ
②支管整備（市街化
区域）1,654ｍ
③支管整備（調整区
域）5,340ｍ

実施・目標達成 

調査・検討・準備 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（４）地方公営企業の経営健全化
010403

実施項目名

進捗状況

概　　要

達成目標

中央5丁目，岡崎2丁
目，上郷地区を対象
とした漏水調査の実
施及び改修工事の実
施

中郷，西郷，曙，そ
の他地区内を対象と
した漏水調査及び改
修工事の実施

うずら野，シンワ，
二区，その他地区内
の漏水調査及び改修
工事の実施
有収率95％

総合的な調査結果の
精査及び計画見直し
等の検討

中央5丁目，岡崎2丁
目，上郷地区内の漏
水調査を計画通りに
実施し，漏水箇所に
ついては修繕作業を
行なった。
平成22年度の有収率
は，88.3％。

香澄の里工業団地
内，中郷地内の漏水
調査を計画通りに実
施し，漏水箇所につ
いては修繕作業を行
なった。
平成23年度の有収率
は，89.5％。

平成24年度末までに，有収率を95％にする。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

茨城県より購入している受水量と給水量の割合（有収率）が，平成21年度実績で85％と低
いため，平成22年度より漏水調査業務を委託し，漏水箇所の発見と改修工事を行うことに
より，有収率の向上を図り，水道事業経営の安定化を図る。

上水道の有収率向上 上下水道課担当課

うずら野，青宿，大
室，本郷地内の漏水
調査を計画通りに実
施し，漏水箇所につ
いては修繕作業を行
なった。
平成24年度有収率：
92.4％

岡崎，中央，大字阿
見の一部，吉原地内
の漏水調査を計画通
りに実施し，漏水箇
所については修繕作
業を行なった。
平成25年度有収率：
89.9％

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010501

010502

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

年次計画

達成目標

実施項目名

進捗状況

進捗状況

概　　要

H23

収納課による滞納処
分の推進や，滞納整
理の強化により，25
年度の現年度収納率
は92.4％と，目標で
ある91％を上回っ
た。

「貼り付け箇所」

H22 H23

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

収納課による滞納処
分の推進や，滞納整
理の強化により，24
年度の現年度収納率
は91.6％と，目標で
ある91％を上回っ
た。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

平成20年度より｢高齢者の医療の確保に関する法律」により保険者は40歳から74歳までの被
保険者に対し特定健康診査を実施することが義務付けられ，町は実施計画に基づき，平成
24年度までに国の示す受診率65％達成に向けて取り組み，生活習慣病の減少に努める。

H25

未受診者の追加健診
の実施。
日曜日に健診を実
施。
広報等による啓発。

H24:65％

特定健康診査の受診率向上

収納課による滞納処
分の推進や，滞納整
理の強化により，22
年度の現年度収納率
は91.3％に向上し，
目標である91％を上
回った。

H25年度までに国保税現年度収納率を91％とする。（平成21年度：88.8％）

H22

国保年金課
健康づくり課

「貼り付け箇所」

収納課による滞納処
分の推進や，滞納整
理の強化により，23
年度の現年度収納率
は91.8％に向上し，
目標である91％を上
回った。

差押目標年間500件以
上，インターネット
公売の実施，管理職
滞納整理，国保職員
合同滞納整理等の実
施強化，適正な不納
欠損処分等

差押目標年間500件以
上，インターネット
公売の実施，管理職
滞納整理，国保職員
合同滞納整理等の実
施強化，適正な不納
欠損処分等

国民健康保険事業における財政運営の基盤となる財源を確保するため，滞納者に対する積
極的な滞納処分等の推進により，収納率の向上を図るとともに，滞納額の縮減を図る。

担当課
国保年金課
収納課

差押目標年間500件以
上，インターネット
公売の実施，管理職
滞納整理，国保職員
合同滞納整理等の実
施強化，適正な不納
欠損処分等

国民健康保険税の収納率向上

H24 H25

差押目標年間500件以
上，インターネット
公売の実施，管理職
滞納整理，国保職員
合同滞納整理等の実
施強化，適正な不納
欠損処分等

H24年度までに国の示す受診率65％とする。

H24

未受診者等の追加健
診実施。日曜日に健
診を実施。広報によ
り啓発実施。

受診率　35.6％

未受診者等の追加健
診実施。日曜日に健
診を実施。広報によ
り啓発実施。

受診率　34.2％

未受診者等の追加健
診実施。日曜日に健
診を実施。広報によ
り啓発実施。

受診率　34.7％

未受診者等の追加健
診実施。日曜日に健
診を実施。広報によ
り啓発実施。

受診率　35.4％

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

未受診者の追加健診
の実施。
日曜日に健診を実
施。
広報等による啓発。

H25:65％

未受診者の追加健診
の実施。
日曜日に健診を実
施。
広報等による啓発。

H22：50％

未受診者の追加健診
の実施。
日曜日に健診を実
施。
広報等による啓発。

H23:57％

担当課

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010503

010504

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

ジェネリック医薬品の利用促進

国民健康保険の健全な財政運営に資するため，ジェネリック医薬品の利用を促進し医療費
の抑制を図る。

担当課 国保年金課ジェネリック医薬品の利用促進

慢性疾患等により医薬品
を長期服用している被保
険者に対し，ジェネリッ
ク医薬品を利用した場合
の自己負担額の軽減額等
を通知。被保険者にジェ
ネリック医薬品お願い
カードを配布。広報等に
よる啓発。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

実施項目名 後期高齢者医療保険料の収納率向上 担当課 国保年金課

H25

慢性疾患等により医薬品
を長期服用している被保
険者に対し，ジェネリッ
ク医薬品を利用した場合
の自己負担額の軽減額等
を通知。被保険者にジェ
ネリック医薬品お願い
カードを配布。広報等に
よる啓発。

慢性疾患等により医薬品
を長期服用している被保
険者に対し，ジェネリッ
ク医薬品を利用した場合
の自己負担額の軽減額等
を通知。被保険者にジェ
ネリック医薬品お願い
カードを配布。広報等に
よる啓発。

ジェネリック医薬品利用
の自己負担額の軽減額等
の通知を実施。被保険者
にジェネリック医薬品お
願いカードを配布。広報
等による啓発を実施。平
成25年4月利用率
（31.64%）

慢性疾患等により医薬品
を長期服用している被保
険者に対し，ジェネリッ
ク医薬品を利用した場合
の自己負担額の軽減額等
を通知。被保険者にジェ
ネリック医薬品お願い
カードを配布。広報等に
よる啓発。

滞納整理等の実施強
化

差押実施，滞納整理
等の実施強化，適正
な不納欠損処分等

後期高齢者医療保険事業における財政運営の基盤となる財源を確保するため，滞納者に対
する積極的な滞納処分等の推進により，収納率の向上を図るとともに，滞納額の縮減を図
る。

H25年度までに後期高齢者医療保険料現年度収納率を99.1％とする。
（平成21年度：99.0％）

H22 H23

「貼り付け箇所」

H25H24

差押実施，滞納整理
等の実施強化，適正
な不納欠損処分等

差押実施，滞納整理
等の実施強化，適正
な不納欠損処分等

電話催告や，訪問徴
収などの滞納整理の
実施により，25年度
の現年度収納率は
99.5％となり，24年
度と同じ収納率とな
り，目標の99.1％を
上回った。

進捗状況

ジェネリック医薬品を利
用した場合の自己負担額
の軽減額等の通知を実
施。被保険者にジェネ
リック医薬品お願いカー
ドを配布。広報等による
啓発を実施。

ジェネリック医薬品を利
用した場合の自己負担額
の軽減額等の通知を実
施。被保険者にジェネ
リック医薬品お願いカー
ドを配布。広報等による
啓発を実施。

ジェネリック医薬品を利
用した場合の自己負担額
の軽減額等の通知を実
施。被保険者にジェネ
リック医薬品お願いカー
ドを配布。広報等による
啓発を実施。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

電話催告や，訪問徴
収などの滞納整理の
実施により，22年度
の現年度収納率は
99.5％となり，目標
の99.1％を上回っ
た。

電話催告や，訪問徴
収などの滞納整理の
実施により，23年度
の現年度収納率は
99.3％となり，22年
度より0.2％減少した
が，目標の99.1％を
上回った。

電話催告や，訪問徴
収などの滞納整理の
実施により，24年度
の現年度収納率は
99.5％となり，23年
度から0.2％の増とな
り，目標の99.1％を
上回った。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010505

010506

概　　要

実施項目名

年次計画

達成目標

概　　要

進捗状況

年次計画

達成目標

実施項目名

進捗状況

担当課 社会福祉課

H22 H23

介護保険料の収納率向上

介護保険料は年金からの特別徴収が原則であるため，普通徴収対象者は被保険者の約１割であり，無
年金者や低所得層の高齢者が大部分である。このため，全体の収納率の伸びに反して，普通徴収の収
納率は年々低下傾向にあり，収納率の向上は困難な状況である。対応策として制度普及推進員を有効
活用しながら，訪問徴収を行うとともに制度不理解者に対する啓発活動を実施している。

保険料の収納率の向上　　　現年度分合計（H21)　95.1％  ⇒（H25)　97.0％
　　　　　                  普通徴収分（H21)　81.6％  ⇒（H25)　82.0％

H24 H25

・推進員による制度説明
活動及び，月例徴収者へ
の訪問徴収。
・滞納整理（口座振替の
推進含む）及び給付制限
の実施。
・滞納処分実施も含め
た，取組みの強化。

・推進員による制度説明
活動及び，月例徴収者へ
の訪問徴収。
・滞納整理（口座振替の
推進含む）及び給付制限
の実施。
・滞納処分実施も含め
た，取組みの強化。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

・推進員による制度説明
活動及び，月例徴収者へ
の訪問徴収。
・滞納整理（口座振替の
推進含む）及び給付制限
の実施。
・滞納処分実施に向け
た，調査研究。

・推進員による制度説明
活動及び，月例徴収者へ
の訪問徴収。
・滞納整理（口座振替の
推進含む）及び給付制限
の実施。
・滞納処分実施も含め
た，取組みの強化。

夜間及び休日の滞納整
理，推進員による訪問徴
収の実施。
収納課による,過年度分
徴収と滞納処分の実施。

Ｈ25普徴分：87.6％
現年度分合計：98.5％

「貼り付け箇所」

夜間及び休日の滞納整
理，推進員による訪問徴
収の実施。
滞納処分実施に向けた，
調査研究。

Ｈ22普徴分：83.8％
現年度分合計：95.4％

夜間及び休日の滞納整
理，推進員による訪問徴
収の実施。
収納課による,過年度分
徴収と滞納処分の実施。

Ｈ24普徴分：86.9％
現年度分合計：98.4％

通所型介護予防事業
対象者で申し込まな
かった方へのアン
ケート調査の実施。
アンケート未回答者
に対して，電話によ
る聞き取りを実施す
る。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

介護予防事業の推進 担当課
社会福祉課
健康づくり課

H24

通所型介護予防事業
対象者で申し込まな
かった方へのアン
ケート調査の実施。
アンケート未回答者
に対して，電話によ
る聞き取りを実施す
る。

通所型介護予防事業
対象者で申し込まな
かった方へのアン
ケート調査の実施。
アンケート未回答者
に対して，電話によ
る聞き取りを実施す
る。

通所型介護予防事業
対象者で申し込まな
かった方へのアン
ケート調査の実施。
アンケート未回答者
に対して，電話によ
る聞き取りを実施す
る。

H22 H23

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

対象者が大幅に増加して
いる中，前年同様の参加
勧奨活動及び個別訪問を
行ってきたが，参加率は
前年を下回ってしまっ
た。
参加者数 52名
参加率 7.5％

不納欠損処分取扱規定を
制定し,平成24年度から,
過年度分については収納
課での一体徴収を実施す
ることを決定し,効率的
効果的な体制を整備し
た。
Ｈ23普徴分：84.4％
現年度分合計：98.2％

「貼り付け箇所」

より多くの高齢者がいつまでも生きがいを持ち続け，できるだけ自立した生活を送ること
ができるよう，高齢者の心身の健康維持増進を図り，要介護状態になることを予防するこ
とを目的として，通所型介護予防事業の各教室（運動器，口腔機能，栄養改善）を実施す
る。

通所型介護予防事業対象
者で申し込まなかった方
へのアンケート調査の実
施。アンケート未回答者
に対して，電話による聞
き取りを実施した。
参加者数 26→37名

アンケート調査の継続実
施と,電話による趣旨説
明・参加勧奨活動を行っ
た。震災の影響を受け,
介護予防教室の参加者数
が減少してしまった。調
査対象者範囲を拡大する
ためＨ24年度予算を確保
した。参加者数 24名

アンケート調査の継続実
施と,電話による趣旨説
明・参加勧奨活動を行う
とともに、対象者への個
別訪問も開始したことに
より，参加者が増加し
た。
参加者数 58名
参加率10.2％

通所型介護予防事業への参加率向上を図る。Ｈ25年度参加率18％

調査・検討・準備 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010507

010508

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

達成目標

進捗状況

年次計画

H22 H23

実施項目名 下水道使用料の見直し

概　　要
維持管理費等を使用料金でまかなうという公共下水道特別会計の原則に基づき，昭和59年
度の供用開始以来行っていない，使用料金の改定を行うことで，下水道経営の健全化を図
る。

改定後の料金体系に
より，運営を行う。

改定後の料金体系に
より，運営を行う。

「貼り付け箇所」

担当課 上下水道課

H24

下水道の使用料を改定する。

担当課

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

下水道事業審議会を
設置し，平成23年度
からの実施に向けて
適正な使用料の検討
を行う。

阿見町議会，町民へ
の周知等を行った
後，使用料改定を実
施する。

H22

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

上下水道課

H23

下水道使用料の収納率向上

進捗状況

下水道事業審議会を
４回開催した。
詳細な検討を行うた
め，平成23年度に審
議を継続する。

下水道事業審議会を
７回開催し，「阿見
町における下水道使
用料の適正化」の答
申を受ける。

平成24年6月（第2
回）定例会において
条例改正を行った。
10月請求分から改定
後の料金体系で運営
を始めた。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。平成22年4月
よりコンビニ収納，
上下水道料収納業務
の外部委託を開始す
る。

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。

使用料の納付を滞っている者に対し，夜間・休日の滞納整理強化及び水道給水停止と連携
した徴収業務を実施し，自主財源の確保に努めて下水道経営の健全化を図る。

　使用料の収納率向上
　現年度（H21）96.8％⇒（H25）98.0％　　過年度（H21）29.5％⇒（H25）31.0％

「貼り付け箇所」

翌年4月からの消費税
率8％改正に向けて，
12月定例会で条例改
正を行った。

「貼り付け箇所」

H25H24

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。

現年度収納率　97.9％
過年度収納率　28.6％

戸別訪問回数　年18回
現年度については，上下
水道料金の一本化による
給水停止に伴い収納率の
向上が図れた。

現年度収納率　98.6％
過年度収納率　21.9％

戸別訪問件数　年29回
現年度については，上下
水道料金の一本化による
給水停止に伴い収納率の
向上が図れた。

「貼り付け箇所」

現年度収納率　99.0％
過年度収納率　18.4％

戸別訪問件数　年38回
現年度を中心に滞納整理
を実施したため，現年度
収納率が向上した。反
面，過年度収納率に減少
がみられた。

現年度収納率　98.1％
過年度収納率　23.5％

戸別訪問件数　年17回
過年度未納者に対し滞納
整理を強化したことによ
り，収納率の向上が図れ
た。

実施・目標達成 

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010509

010510

進捗状況

実施項目名 下水道受益者負担金の収納率向上

概　　要

下水道が整備されることにより，下水道未整備地区の住民よりも多くの受益を享受する区
域内の土地所有者等から，その得られる受益の範囲内において建設費の一部について負担
金を徴収する。夜間・休日の滞納整理強化などにより収納率を向上させ，自主財源の確保
と下水道経営の健全化を図る。

達成目標
　負担金の収納率向上
　現年度（H21）92.4％⇒（H25）98.0％　　過年度（H21）35.8％⇒（H25）37.0％

上下水道課担当課

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

実施項目名 下水道の接続率向上 担当課 上下水道課

H25

未納者に対し督促状・
催告書を発送，電話連
絡や戸別訪問により滞
納整理を実施する。Ｈ
22年4月よりコンビニ収
納，上下水道料収納業
務の外部委託を開始す
る。

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。

未納者に対し督促
状・催告書を発送，
電話連絡や戸別訪問
により滞納整理を実
施する。年次計画

「貼り付け箇所」

H25

目標接続率90％。

戸別訪問を行う。ま
た，供用開始3年後以
内の接続家屋に接続
工事補助金を交付す
る。

目標接続率91％。

戸別訪問のため臨時
職員を1名採用し，さ
らなる普及促進に努
める。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要
平成21年度末での下水道の接続率は88.7％である。
霞ヶ浦や周辺河川の水質保全を図るとともに下水道使用料の収納率を向上させることによ
り，自主財源の確保に努め下水道経営の健全化を図る。

H24

目標接続率92％。

戸別訪問により普及
促進に努める。

目標接続率93％。

戸別訪問により普及
促進に努める。

達成目標 平成25年度の接続率を，93％に向上させる。

年次計画

H22 H23

進捗状況

22年度末の接続率は，
91.0％。

戸別訪問件数　　97件
補助金交付件数　6件

23年度末の接続率は，
91.6％。

戸別訪問件数（臨時職員
による）1,202件
補助金交付件数（交付期
限経過）0件

24年度末の接続率は，
94.3％。

戸別訪問件数　　101件
補助金交付件数（交付期
限経過）0件

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

25年度末の接続率は，
95.2％。

戸別訪問件数　　41件
補助金交付件数（交付期
限経過）0件

「貼り付け箇所」

現年度収納率　96.9％
過年度収納率　24.8％

督促状を年4回，催告書
を年1回発送。
また，個別訪問を年28回
実施し滞納整理を行っ
た。

現年度収納率　98％
過年度収納率　34.1％

督促状を年4回，催告書
を年1回発送。
また，個別訪問を年20回
実施し滞納整理を行っ
た。

現年度収納率　98.5％
過年度収納率　15.9％

督促状を年4回，催告書
を年1回発送。
また，個別訪問を年15回
実施し滞納整理を行っ
た。

現年度収納率　100.0％
過年度収納率　  5.4％

督促状を年4回，催告書
を年1回発送。
また，滞納整理を年4回
行った。

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010511

010512

年次計画

達成目標

概　　要

進捗状況

概　　要

農業集落排水事業は，設置条例により，処理場の供用開始後3年以内に各参加家庭において
排水設備の接続工事を行い，下水処理を行うよう定められている。しかしながら，平成21
年度に供用開始した福田地区は，接続率が他の2地区に比べて著しく低い。よって，福田地
区の接続率を向上させる必要がある。

達成目標
平成24年度までに福田地区の接続率を，県の農業集落排水事業の目標接続率である85％に
達成する。

H24

・平成21年度に行っ
た接続に関するアン
ケート調査の結果を
踏まえ，戸別訪問に
より接続を促す。
　接続目標　57戸
　接続率　　49％

・行政区，土地改良区
役員に同行をお願いし
戸別訪問を実施する。
・町金融団と連携し，
県の無利子貸し付けを
PRする。
　接続目標　95戸
　接続率　  81％

年次計画

・戸別訪問結果を分
析し，接続見込みの
ある家庭を重点的に
訪問する。
　接続目標　100戸
　接続率　　 85％

実施項目名 農業集落排水の接続率強化 担当課

実施項目名 農業集落排水受益者分担金の収納率向上 担当課 上下水道課

H22 H23

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

・催告書発布
・戸別訪問による滞
納整理
・時効消滅による不
納欠損処分の実施

・督促から滞納処分
までの一連の事務処
理を実行できるよう
職員の研修・能力向
上を図る。
・戸別訪問による滞
納整理

平成5年度小池地区，平成9年度君島大形地区，平成15年度福田地区，平成18年度実穀上長地区とそれ
ぞれの地区単価を決め，5～6年の事業期間の中で分割賦課徴収を行ってきた。滞納している世帯につ
いては，取り組みを強化し収納率の向上を図る。　　※21年度実績・・・小池⇒0％　君島大形⇒滞
納なし　福田⇒96.2％（現年度）・2.9％（過年度）　実穀上長⇒90％（現年度）・51％（過年度）

小池地区2件，福田地区6件，実穀上長地区7件の世帯の未納解消を図る。

H22 H23

24年度の収納率は，小池
4.9％，福田30.9％，実
穀上長21.9％（いずれも
過年度）。
随時電話連絡や戸別訪問
を実施し滞納整理を行っ
た。

「貼り付け箇所」

H25

25年度の収納率は，小池
50.0％，福田19.1％，実
穀上長15.3％（いずれも
過年度）。
随時電話連絡や戸別訪問
を実施し滞納整理を行っ
た。

H24

・滞納整理～滞納処
分の実施

・滞納処分の実施

戸別訪問（57件実施）に
より，接続を促した。
25年度末の定住世帯の接
続戸数は60戸で，接続率
は51.7％。

H25

上下水道課

・戸別訪問
　接続目標　全戸

「貼り付け箇所」

22年度の収納率は，小
池：0％（過年度），福
田：3.1％（過年度），
実穀上長：88.2％（現年
度）・13.3％（過年度）
督促状を年1回発送，ま
た，戸別訪問を年6回実
施し滞納整理を行った。

23年度の収納率は，小池
（過年度）0％，福田
（過年度）0％，実穀上
長（現年度）92.5％，
（過年度）20.35％
随時電話連絡や戸別訪問
を実施し滞納整理を行っ
た。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

進捗状況

戸別訪問（69件実施。補
助金交付件数19件）によ
り，接続を促した。
22年度末の接続戸数は37
戸で，接続率は31.6％。

戸別訪問（44件実施。補
助金交付件数17件）によ
り，接続を促した。
23年度末の定住世帯の接
続戸数は52戸で，接続率
は44.4％。

戸別訪問（53件実施。補
助金は23年度で終了）に
より，接続を促した。
24年度末の定住世帯の接
続戸数は57戸で，接続率
は49.1％。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 
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１．財政健全化の推進　（５）特別会計の健全化
010513

年次計画

達成目標

実施項目名

概　　要

進捗状況

担当課 上下水道課

H22 H23

農業集落排水使用料の収納率向上

平成9年度小池地区，平成13年度君島大形地区，平成21年度福田地区とそれぞれの地区で供用を開始
し，使用料の徴収を行ってきた。滞納している世帯については，取り組みを強化し収納率の向上を図
る。　　※21年度実績・・・小池地区⇒96.1％（現年度）・8.4％（過年度）　　君島大形地区⇒
99.5％（現年度）・68.8％（過年度）　福田地区⇒93.9％（現年度）・過年度分なし

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

完全徴収を目指す。

H24

・滞納整理～滞納処
分の実施

・滞納処分の実施

H25

・催告書発布
・戸別訪問による滞
納整理
・時効消滅による不
納欠損処分の実施

・督促から滞納処分
までの一連の事務処
理を実行できるよう
職員の研修，能力向
上を図る。
・戸別訪問による滞
納整理

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

各地区の現年度・過年度
の収納率は，小池⇒
96.0％・2.7％，君島大
形⇒99.4％・9.7％，福
田⇒96.5％・0％
督促状を毎月発送，ま
た，戸別訪問を年2回実
施し滞納整理を行った。

各地区の現年度・過年度
の収納率は，小池⇒
95.7％・1.6％，君島大
形⇒99.7％・49.5％，福
田⇒98.1％・59.8％
督促状を毎月発送，ま
た，随時電話連絡や戸別
訪問を実施し滞納整理を
行った。

各地区の現・過年度の収
納率は，小池⇒87.0％・
19.7％，君島大形⇒
90.3％・39.8％，福田⇒
90.5％・91.6％，実穀上
長（現年度）⇒79.3％。
督促状発送，随時電話連
絡・戸別訪問を実施し滞
納整理を行った。

「貼り付け箇所」

各地区の現・過年度の収納
率は，小池⇒96.6％・
19.7％，君島大形⇒
99.2％・51.2％，福田⇒
99.1％・88.5％，実穀上長
⇒99.0％・100％
（現年度）⇒98.4％
H25年度より料金徴収を委
託し、現年度及び過年度の
徴収・滞納整理を行った。

一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 
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２．経営型行政運営の推進　（１）定員管理の適正化と人件費の削減
020101

020102

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

年次計画

進捗状況

時間外勤務の削減

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

『職員数適正化計画』
に基づく定員の適正化
を行った。平成26年4月
1日時点の職員数は，普
通退職により同計画を1
名下回る356人となっ
た。（一般職292人，消
防職64人）

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

21年度までの『職員削減
計画』に代わる，『職員
数適正化計画』を策定す
る。また，この計画に基
づき，次年度の職員採用
を行う。
23年4月1日：357人（一
般職：293人，消防職：
64人）

概　　要

実施項目名 担当課 企画財政課

H23年4月1日～32年4月1日までの10ヵ年間における職員数を定めた『職員数適正化計画』に
基づき，毎年度の職員数について適正化を図る。

職員数適正化計画による適正な定員管理

『職員数適正化計画』に
基づき，次年度の職員採
用を行う。

25年4月1日：357人（一
般職：293人，消防職：
64人）

『職員数適正化計画』に
基づき，次年度の職員採
用を行う。

26年4月1日：291人（一
般職）※平成25年中に消
防本部の広域化を予定。

総務課・全庁

達成目標
『職員数適正化計画』に基づき，定員の適正化につとめる。
平成26年4月1日時点の職員数を291人とする。（消防職を除く）

H22 H23 H24 H25

進捗状況

H32年度までの『職員数
適正化計画』を策定し
た。
23年4月1日時点では，
普通退職により同計画
を３名下回る354人の定
数となった。

『職員数適正化計画』に
基づき，次年度の職員採
用を行う。

24年4月1日：357人（一
般職：293人，消防職：
64人）

『職員数適正化計画』
に基づく定員の適正化
を行った。
24年4月1日：357人
　（一般職：293人）
　（消防職：64人）

『職員数適正化計画』
に基づく定員の適正化
を行った。平成25年4月
1日時点の職員数は，普
通退職により同計画を3
名下回る354人となっ
た。（一般職290人，消
防職64人）

「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

担当課

各年度の時間外勤務時間数を，前年度より縮減する。

行政経営の効率化と，情報化の推進，計画的業務執行，アウトソーシングの推進，管理職
の意識改革，書類等の簡素化，業務処理方法の改善，事務の簡素化等を今一度再点検し，
時間外勤務の削減を図る。

H25

時間外勤務の適正な
把握を目指して，出
先を含めた全職員の
タイムレコーダー管
理を導入する。

平成23年1月より出先
機関を含めデータ収
集が可能なタイムレ
コーダーを導入済
み。今後はこのデー
タを時間外勤務管理
に活用することを検
討していく。

ヒアリングを通じた
時間外の縮減に努め
てきたが，大幅な縮
減には至っていな
い。今後は，勤休管
理システムのデータ
を活用した時間外縮
減に努める。

ヒアリングを通じた時
間外の縮減に努めてき
たが，大幅な縮減には
至っていない。今後は
定数外の再任用短時間
職員の活用等を通じた
労働力の確保等につい
ても検討していく。

WEB上での勤怠管理シ
ステムと時間外勤務
管理システムを連動
して，適正な時間外
勤務管理を目指す。

行政経営の効率化と
スリム化をITCを通じ
て検討するととも
に，定数外労働力の
確保に努める。

前年度の取組みを検
証するとともに継続
して実施予定。

ヒアリングを通じた時
間外の縮減に努めてき
たが，大幅な縮減には
至っていない。今後は
定数外の再任用短時間
職員の活用等を通じた
労働力の確保等につい
ても検討していく。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 
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２．経営型行政運営の推進　（２）組織機構の見直し
020201

020202

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

達成目標

進捗状況

進捗状況

「貼り付け箇所」

H25

既に導入している他
自治体の事例を参考
にしながら，阿見町
に適しているかにつ
いて調査・検討す
る。

既に導入している他
自治体の事例を参考
にしながら，阿見町
に適しているかにつ
いて調査・検討す
る。

試行的に一部の課で
導入する。

前年度の試行状況な
どを検証し，導入す
る部署を拡大してい
く。

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

都市整備部の３課を，都
市計画課・道路公園整備
課・都市施設管理課に，
環境課とクリーンセン
ターを，環境政策課と廃
棄物対策課に再編。総務
部に管財課を設置。農業
振興課と農業委員会を分
離。（23年4月1日付け）

大震災以降に高まる災
害・放射能汚染への対策
強化のため，放射能対策
室（23年10月），交通防
災課，消防本部予防課
（24年4月）を新設。
町民部を新設するととも
に，各部の名称・所属課
の整理を行った。

H25

H22・23年度で調査・検討を進め，H24年度から一部の課で試行的に実施する。

平成23年度に向けた組織
の再編を検討する。
都市施設の整備と管理を
一元化するため，都市整
備部の再編を行う予定。
また，契約・検査機能や
老朽化の進む施設の営繕
を担うための課を新設予
定。

業務量や重点施策などを
総合的に判断し，当面は
平成26年度に向けた組織
の再編を検討する。
また，随時，必要に応じ
て，組織機構・事務分掌
の見直しもすすめてい
く。

業務量や重点施策などを
総合的に判断し，当面は
平成26年度に向けた組織
の再編を検討する。
また，随時，必要に応じ
て，組織機構・事務分掌
の見直しもすすめてい
く。

平成26年度に向けた組織
の再編を検討する。
総合計画の更新時期に合
わせ，大規模な組織機構
の見直しも視野に入れ
る。

「貼り付け箇所」

番号制度導入への対応及
び情報政策の強化のた
め，情報政策課を総務部
に新設した。水道・下水
道の一体的な事業促進の
ため，水道課，下水道課
を統合し，上下水道課を
都市整備部内に設置し
た。（26年4月1日付け）

事態の収束等により，生活
産業部の部内室である放射
能対策室を，環境政策課の
課内室に改めた。また，男
女共同参画政策の一層の推
進を図るため、町民部町民
活動推進課内に男女共同参
画推進室を設置した。（25
年4月1日付け）

グループ制とは，従来のような固定的な係制度に代わり，課（部）の分掌事務をより効果
的に行えるようグループを設置して業務に取り組むものである。課（部）内での柔軟な仕
事の分配が可能となるため，係（課）間や時期ごとに格差が生じている業務量の平準化に
よる時間外勤務の縮減，また，より広範な知識の取得や能力の向上を図ることができる。

企画財政課

効果的・効率的な行政運営を進めるにあたって，最適な組織機構と事務分掌を検討し，必
要な見直しを図る。

担当課 企画財政課

グループ制度の検討 担当課

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

町民サービス向上と業務の効率化を両立できるよう，機構や事務分掌の見直しをすすめ
る。

組織機構および事務分掌の見直し

年次計画

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

概　　要

実施項目名

同　左

導入自治体を調べたなか
では，職員（数）規模や
組織機構に違いがあるこ
とから，当町の実態に即
した事例は見当たらな
かった。組織機構のあり
方や人事上の観点も踏ま
え，検証を続けていく。

検証の結果，当町では，
組織が細分化し，少人数
課が多いため，現状の体
系では制度導入のメリッ
トが薄いと判断した。
そのため，将来的な組織
の統廃合も含め，考え方
を整理していくこととす
る。

同　左

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 
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２．経営型行政運営の推進　（２）組織機構の見直し
020203

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名 消防の広域化 担当課 消防本部総務課

平成28年度の消防救急無線のデジタル化においては莫大な更新費用が見込まれるため，国
がこれを契機に消防業務の効率的運用と経費節減を図るための組織の広域化の推進を示唆
している。そのため，近隣市町村との消防広域化に向けた研究を進め，広域化を図る。

平成25年度までに広域化を図る。

H24 H25H22 H23

法定協議会設置･協
議。
議会議決。
規約の改正。

新消防体制設立。

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成

広域再編に係る研究
会設置･報告。
広域化推進計画作
成。

広域消防運営計画案
の検討･作成。
法定協議会への移行
準備。
議会の議決。

協議会・幹事会・
ワーキング協議

「貼り付け箇所」

「稲敷広域・阿見町
消防広域化等研究会
設置要綱」を12月20
日から施行した。

「稲敷・阿見消防の
現状と課題」を作成
した。
（Ｈ23年3月11日に発
生した東日本大震災
により一時中断し
た。）

任意協議会設置。
ワーキング協議開
始。

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施･目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 一部実施・試行 
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２．経営型行政運営の推進　（３）職員の意識改革と人材の育成
020301

020302

実施項目名

年次計画

年次計画

達成目標

概　　要

概　　要

達成目標

進捗状況

実施項目名

「貼り付け箇所」

進捗状況

平成22年度は前年度の取
組を継続し，試行評価を
実施した。今後も人事評
価関連の研修を実施する
など更なる，評価制度の
向上等について検討して
いく。

人事評価の入力システム
を導入し，制度の向上に
努めた。評価結果にばら
つきがあるため，今後は
その平準化を中心とする
評価制度の向上等につい
て検討していく。

人事評価の入力システム
を導入し，現状分析に努
め，評価結果の精度の向
上に努めた。そのため，
徐々にではあるが評価結
果の平準化が図られてい
るが，一層の平準化に努
めていく。

前年度の取組みを検
証し，評価精度をさ
らに高める。（試
行）

試行期間の取組みを
検証し，給与面への
反映を一部導入す
る。（部分実施）

職員採用試験の一般
職の年齢制限を55歳
と大幅に変更した。
今後は人事評価制度
の制度向上に合わ
せ，適正な登用制度
の確立を図ってい
く。

任期付職員の活用等につ
いて継続検討するととも
に，人事評価制度の制度
向上に合わせ，適正な登
用制度の確立を図ってい
く。
特に，今年度より，女性
職員の係長職への登用を
積極的に行った。

今年度任期付職員採用関
係の条例を整備し，採用
に向けた準備が整った。
今後は任期付職員の採用
について検討して行く。
また，人事評価の制度向
上に合わせ，適正な登用
制度の確立を図ってい
く。

定数外職員登用の一環と
して再任用短時間勤務職
員を平成26年度に採用す
ることとした。再任用等
新たな任用について引き
続き検討して行く。ま
た，人事評価の制度向上
に合わせ，適正な登用制
度の確立を図っていく。

総務課

「貼り付け箇所」

公正な登用制度の確立 担当課

担当課 総務課

目指すべき職員像を実現するために，職員一人ひとりが自分の強み弱みを自覚し，それを
踏まえて自分の能力を高め，気づき，考え，行動すること，またそれを育成し，支援する
ことを基本とした育成型の人事評価制度を導入し制度の確立を図ります。

公平で公正な人事評価制度の確立

前年度の取組みを検
証し，評価の制度を
高める。（試行）

適正な人材育成を通じて公正な登用制度を確立する。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

公平公正な職員採用を実施し，人事評価制度の結果の運用基準に基づいた人材登用を図
る。

4年間の試行期間を経て
徐々にではあるが人事評
価結果の平準化が図られ
ている。平成25年度より
本格実施となり，評価結
果を平成26年度の勤勉手
当に反映することとなっ
た。

H24年度から，評価結果を給与面に一部反映させる。

H22 H23 H24 H25

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

試行期間の取組みを
検証し，給与面への
反映を一部導入す
る。（部分実施）

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

職員採用基準におけ
る年齢制限を大幅に
緩和するとともに，
人事評価制度の試行
により錬度の向上を
図る。

定数外職員の登用制
度を調査するととも
に，人事評価制度の
取組みを検証して継
続して実施予定。

「貼り付け箇所」

H25

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 
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２．経営型行政運営の推進　（３）職員の意識改革と人材の育成
020303

020304

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

進捗状況

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

進捗状況

平成22年度については互
助会の繰越金について適
正化を図るため，町から
の補助金の受入れを実施
しなかった。今後も最小
限度の補助金となるよう
に精査していく。

「貼り付け箇所」

H25

当該年度の互助会事
業における補助金交
付対象事業の内容
が，不適切とならな
いよう，また，最小
限度の補助金となる
ように精査してい
く。

当該年度の互助会事
業における補助金交
付対象事業の内容
が，不適切とならな
いよう，また，最小
限度の補助金となる
ように精査してい
く。

当該年度の互助会事
業における補助金交
付対象事業の内容
が，不適切とならな
いよう，また，最小
限度の補助金となる
ように精査してい
く。

当該年度の互助会事
業における補助金交
付対象事業の内容
が，不適切とならな
いよう，また，最小
限度の補助金となる
ように精査してい
く。

地方公務員法第42条の規定により，地方公共団体に課せられた義務として，職員互助会の
事業をとおして，職員の福利厚生に関する事業を実施している。そのため互助会事業の一
部に対し，補助金を交付することとしているが，その財源は職員が契約している団体契約
保険料等の事務手数料の一部を活用している。

職員に対する福利厚生事業について，住民の理解が得られるものとなるよう，継続的に点
検・見直しを行い，適正に事業を実施することを目標とします。

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」

職員の福利厚生の見直し 担当課 総務課

階層別研修は，町独自研修
（26人参加）・県自治研修
所派遣（26人参加）・通信
教育研修（3人参加）・土
浦市合同研修（27人参加）
の4種別で実施。特別研修
は，接遇研修や普通救命講
習会など実施（119人参
加）。

階層別研修は，町独自研修
（30人参加）・県自治研修
所派遣（36人参加）・通信
教育研修（2人参加）・土
浦市合同研修（23人参加）
の4種別で実施。特別研修
は，接遇研修, メンタルヘ
ルス研修や普通救命講習会
など実施（169人参加）。

階層別研修は，町独自研修
（27人参加）・県自治研修
所派遣（13人参加）・通信
教育研修（4人参加）・土
浦市合同研修（46人参加）
の4種別で実施。特別研修
は，パワーハラスメント研
修，飲酒運転の防止に関す
る研修会，普通救命講習会
など実施（386人参加）。

階層別研修は，町独自研修
（16人参加）・県自治研修
所派遣（25人参加）・通信
教育研修（2人参加）・土
浦市合同研修（37人参加）
の4種別で実施。特別研修
は，パワーハラスメント研
修，飲酒運転の防止に関す
る研修会，普通救命講習会
など実施（417人参加）。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

H25

通信教育研修を実施し，
階層別研修は町独自・県
自治研修所派遣研修・土
浦市合同研修により実
施。特別研修は公募制と
し，町・県により実施。
職場研修はマニュアルを
配布し，新任職員に個別
指導者を配置。

通信教育研修を実施し，
階層別研修は町独自・県
自治研修所派遣研修・土
浦市合同研修により実
施。特別研修は公募制と
し，町・県により実施。
職場研修はマニュアルを
配布し，新任職員に個別
指導者を配置。

通信教育研修を実施し，
階層別研修は町独自・県
自治研修所派遣研修・土
浦市合同研修により実
施。特別研修は公募制と
し，町・県により実施。
職場研修はマニュアルを
配布し，新任職員に個別
指導者を配置。

通信教育研修を実施し，
階層別研修は町独自・県
自治研修所派遣研修・土
浦市合同研修により実
施。特別研修は公募制と
し，町・県により実施。
職場研修はマニュアルを
配布し，新任職員に個別
指導者を配置。

「貼り付け箇所」

達成目標 職員が業務遂行に必要十分な能力を習得する。

年次計画

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

担当課研修および自己啓発制度の充実

概　　要
効果的な研修（職場外研修・職場研修・自己啓発支援）を実施するとともに自己啓発を促
進する。

実施項目名 総務課

平成23年度については互
助会の繰越金について適
正化を図るため，町から
の補助金の受入れを実施
しなかった。今後も最小
限度の補助金となるよう
に精査していく。

平成24年度については互
助会の繰越金について適
正化を図るため，町から
の補助金の受入れを実施
しなかった。今後は補助
金を受け入れない運営方
法について検討してい
く。

平成25年度について
は町からの補助金の
受入れを実施しな
かった。今後は補助
金を受け入れない運
営方法を基本とし，
事業の適正化を図っ
ていく。

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（３）職員の意識改革と人材の育成
020305

達成目標

概　　要

進捗状況

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

毎年度２項目以上，職員からの提案を実施計画項目に盛り込む。

年次計画

H22 H23 H24 H25

21年度中に現計画項目に
関して意見を公募した。
また，19・20年度に行わ
れた業務改善運動なども
参考に，職員がより意見
を提案しやすい手法につ
いても検討をしていく。

現行の実施計画項目
の進捗状況も踏ま
え，新たな提案につ
いて公募を行う。

現行の実施計画項目
の進捗状況も踏ま
え，新たな提案につ
いて公募を行う。

26年度から更新され
る予定の実施計画項
目への採用を目処
に，引き続き職員の
意見を求めていく。

行政改革大綱の実施計画は，計画期間中に項目の加除（入れ替え）をする予定である。そ
の際，職員からの意見を募集することにより，行政改革への理解や行政運営に対する改善
意識の啓発をすすめる。

実施項目名 行政改革大綱実施計画項目の職員による提案 担当課 企画財政課・全庁

「貼り付け箇所」

現計画の策定にあ
たって，平成21年度
に，職員および推進
委員より意見の公募
を行ったため，22年
度については見送り
とした。

職員・推進委員より，合
計20項目の提案があっ
た。その結果，『町有施
設における自動販売機の
入札制の導入』を新規追
加。また，既存項目の
『災害時応援協定の拡
充』の年次計画を一部修
正することとした。

職員より11項目の提案が
あったが，関係各課から
の調整などから，平成25
年度から取り組むことは
困難と判断。行政改革推
進委員会において，新た
に策定する実施計画の参
考とすることで合意を得
た。

職員より35項目の提案が
あった。その結果，『生
活排水ベストプランの策
定』『道路整備審査会の
公開』を実施計画項目へ
採用することとした。

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

32



２．経営型行政運営の推進　（４）行政サービスの質的向上
020401

020402

達成目標

概　　要

実施項目名

年次計画

概　　要

進捗状況

実施項目名

進捗状況

達成目標

「貼り付け箇所」

H25の窓口業務平均処理時間を基準年度から約20％（5分⇒4分）向上させることとしてい
る。

同左

「貼り付け箇所」

　各課の窓口担当者間で
情報交換を行い，効率向
上に取り組む。
　また，業務マニュアル
の整備改善に努めるとと
もに，制度改正には迅速
に対応する。
　窓口対応の迅速性を定
着させる。

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

H24

窓口関係各課が主体
になり，運営上の見
直しを随時行ってい
く。

年次計画

H22 H23

　5月連休明けから庁舎
1階の窓口配置を大幅に
見直し，窓口事務処理
の流れも含め，総合窓
口化を実施する。
　各課の窓口担当者間
で情報交換を行い，効
率向上に取り組む。

　各課の窓口担当者間
で情報交換を行い，効
率向上に取り組む。
　また，業務マニュア
ルの整備改善に努める
とともに，制度改正に
は迅速に対応する。

同左

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

役場本庁舎における総合窓口の開設 担当課 企画財政課ほか

総合窓口の運用と窓口サービスの改善

ローカウンター・番
号発券機・大型サイ
ンなどの設置ととも
に，証明書や住民異
動に関する発行・手
続き窓口を一本化し
た『総合窓口』を，
22年5月に開設した。

22年5月に総合窓口を
開設した。

H23 H24 H25

平成22年5月の大型連
休明けに，複数の課
にまたがっていた証
明書の発行や住民異
動に関する手続きの
一元化を目指した
『総合窓口』を開設
する。

　窓口利用者の窓口サービスに対する場所的・時間的・質的ニーズを的確に把握し，庁舎
構造を踏まえたバランス良いサービスを総合窓口により提供していく。また，勤務態度や
接遇能力の一層の向上に努める。

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

町民課内で，サービス向
上の意見交換を行いなが
ら、あわせて効率化がで
きるように総合窓口での
対応について話し合い、
日々の改善に努めた。

「貼り付け箇所」

総合窓口の開始から２年
目となり，課内の窓口担
当者の間で情報交換しな
がら修正を加えることが
できた。改善について
は，関連の窓口課を調整
する必要がある。

町民課内で，サービス向
上の意見交換を行う。あ
わせて効率化ができるよ
うに総合窓口の対応につ
いて検討し，改善に努め
た。

平成22年5月に，ワンストップサービスの理念に基づく『総合窓口』を開設する。

H22

窓口関係各課が主体
になり，運営上の見
直しを随時行ってい
く。

　各課の窓口担当者間
で情報交換を行い，効
率向上に取り組む。
　また，業務マニュア
ルの整備改善に努める
とともに，制度改正に
は迅速に対応する。

「貼り付け箇所」

H25

窓口関係各課が主体
になり，運営上の見
直しを随時行ってい
く。

町民課ほか

証明書発行カウンターを
1箇所に集約するなどの
システム変更とローカウ
ンターの環境改善を図
り，ワンストップサービ
スに取り組んだ。また，
課内会議を行い，窓口検
証を行い，問題点を出し
合った。

特に来庁者の多い本庁舎１階窓口の業務について，証明書発行や住民異動手続きの一本
化，番号発券機などの導入により，窓口の利便性を向上させる。
設備面においては，ローカウンター化やパーティションの設置等により，プライバシーや
快適性についても配慮する。

担当課

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 

33



２．経営型行政運営の推進　（４）行政サービスの質的向上
020403

020404

概　　要

実施項目名

年次計画

進捗状況

年次計画

達成目標

進捗状況

「貼り付け箇所」

日曜開庁業務の継続

H25H22 H23 H24

日曜日（年末年始や特定日を除く）の午前中に，住民票や戸籍謄本（抄本），印鑑証明書
の発行など，特に利用頻度の高い町民課の一部業務と，各種税・料金等の納付受付業務を
行うことにより，平日役場に来られない方などを中心に，役場窓口の利便性を向上させ
る。

随時，取扱項目等を見直すことで，町民満足度を高める。

担当課
町民課・収納課・会
計課

「貼り付け箇所」

随時，取り扱い項目と
従事職員体制を見直す
ことで，担当職員の負
担と町民サービスの最
適化を図る。
広報あみ（お知らせ
版）による周知を毎月
行う。

45日実施。1日平均⇒
来庁者72人,町民課業
務87件,納付受付業務
451,762円。
24年度に引き続き従
事職員体制は，4人と
し，内1名は監督者兼
務で実施。

随時，取り扱い項目と
従事職員体制を見直す
ことで，担当職員の負
担と町民サービスの最
適化を図る。
広報あみ（お知らせ
版）による周知を毎月
行う。

随時，取り扱い項目と
従事職員体制を見直す
ことで，担当職員の負
担と町民サービスの最
適化を図る。
広報あみ（お知らせ
版）による周知を毎月
行う。

「貼り付け箇所」

4月からのコンビニ収納
により，納付受付業務
の対象者は大幅に減少
する見込みである。ま
た，新町長の意向によ
り，早い時期に開庁時
間の終日化を実現す
る。

概　　要
多様化する保育ニーズへの対応と保育所入所待機児童を解消するため，民間保育所の整備
誘致と並行し，その他の保育サービスを調査・研究し，本町に合ったサービスを選定・実
施していく。

達成目標 平成26年度までに待機児童数０を目指す。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

実施項目名 待機児童解消への取組み 担当課

取組可能性のある保育
事業の調査研究を継続
しながら，可能なもの
から準備，実施に移し
ていく。

・平成25年4月より民間
保育園（定員150名）の
開園及び家庭的保育事業
所を開設した。
・これにより、待機児童
は大幅に減少したが、潜
在需要が喚起され、平成
25年4月現在の待機児童
は2名となった。

・「うずら出張所」の一
部を二区保育所の分室と
して引き続き保育。待機
児童の解消に努めた。
・家庭的保育事業も平成
25年実施に向けて対象者
を募集し研修を行い準備
を進めた。

22年6月より，午前中か
ら終日に実施時間を延
長した。
22年度は45日間実施
し，来庁者67人，町民
課業務67件，納付受付
業務501,657円。（1日
あたりの平均）

児童福祉課

・待機児童解消策の一
助として平成23年4月1
日から「うずら出張
所」を利用した保育の
実施に向けた準備。
・取組可能性のある保
育事業に関する調査。

・「うずら出張所」で
の保育開始。
・その他，取組可能性
のある保育事業の調査
研究を継続しながら，
可能なものから準備，
実施に移していく。

48日実施。1日平均⇒来
庁者70人，町民課業務
70件，納付受付業務
469,487円。
従事職員体制について
関係課で協議し，24年
度より5名から4名に合
理化することとした。

49日実施。1日平均⇒来
庁者74人，町民課業務
79件，納付受付業務
421,074円。
従事職員体制は，4人と
し，内1名は監督者兼務
で実施。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

・「うずら出張所」の一
部で二区保育所の分室と
して保育開始。待機児童
の解消に努めた。
・家庭的保育事業も平成
25年実施に向けて準備を
進めた。

「貼り付け箇所」

H24

取組可能性のある保育
事業の調査研究を継続
しながら，可能なもの
から準備，実施に移し
ていく。

「貼り付け箇所」

H22 H23

・うずら出張所での保育
の実施に向けて補正予算
を編成し，3月末までに
改修工事･備品設置等を
完了した。
・県内の家庭的保育事業
実施先進地の水戸市へ視
察研修を実施。

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

34



２．経営型行政運営の推進　（４）行政サービスの質的向上
020405

020406

進捗状況

概　　要

実施項目名

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

開館時間の延長については，H18年度から随時見直しを図っており，H22年度からの2時間延
長や開館日増日に向けて準備を進めており，これが達成されれば，町立図書館としては全
国的にトップレベルとなるだけでなく，近隣の市立図書館と比較しても，ほぼ同等の住民
サービスの提供が可能となる。

達成目標
平成22年度に，平日の開館時間を19時まで延長するとともに，開館日増日を行うことで，
町民の利便性の向上を図る。

担当課 図書館図書館の開館時間の延長を検討

H24

町民ニーズ，運営経費，
近隣市町村の運営動向か
ら，開館延長について検
証をすすめる。

町民ニーズ，運営経費，
近隣市町村の運営動向か
ら，開館延長について検
証をすすめる。

H25

年次計画

H22 H23

「貼り付け箇所」

職員をシフト勤務とし，
平日を19時まで開館延長
するとともに，祝祭日開
館等により，開館日を
293日に増日する。18時
から19時までの夜時間に
ついて，利用動向を調査
する。

図書館独自で開館時間延
長についてアンケートを
徴取し，利用者ニーズの
把握をする。また，前年
度実績等から，19時以降
の開館延長を行う場合に
必要な運営経費について
も精査する。

「貼り付け箇所」

開館時間について，アン
ケートを実施した結果，
「現状以下及び現状のま
まで良い」と回答した利
用者が91.7％であり，開
館時間については，利用
者の殆どの方々から，現
状運営でご満足頂けてい
ることが把握できた。

開館時間について
は，町民から，業務
運営の中で良い評価
を頂いている。
また，開館日につい
ては295日に増日し
た。

土日の健康診査業務の実施

健康診査の受診方法は，集団健診及び個人が個別医療機関で受診する医療機関健診があ
る。健康診査受診者の多くは集団健診で受検することから，集団健診における受診率向上
を目的として，土曜日及び日曜日の健康診査業務を実施する。

シフト勤務により，平日
を19時まで開館延長し
た。18時から19時までの
利用動向を調査の結果，
利用者数は全体の8％で
あった。開館日は，震災
による影響を最小限にと
どめ，ほぼ計画通りの
291日に増日した。

健康づくり課

平日の開館時間が19
時までと年間の開館
日数295日間について
は町民から良い評価
を頂いている。

H24

担当課

町民の利便性と受診率向上を図るため，土曜日および日曜日に健康診査を実施する。

実施項目名

「貼り付け箇所」

H22 H23

引き続き日曜日に健
診日を設定して，受
診機会の拡大を図
る。

引き続き日曜日に健
診日を設定して，受
診機会の拡大を図
る。

平成21年度は土曜日
に実施したが，平成
22年度は，日曜日に
健診日を設定して，
受診機会の拡大を
図った。

平成23年度は，昨年
度に引き続き，日曜
日に健診日を設定し
て，受診機会の拡大
を図った。

平成24年度は，昨年
度に引き続き，日曜
日に健診日を設定し
て，受診機会の拡大
を図った。

H25

平成21年度は土曜日
に実施した。
平成22年度は，日曜
日に健診日を設定し
て，受診機会の拡大
を図る。

引き続き日曜日に健
診日を設定して，受
診機会の拡大を図
る。

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

平成25年度は，昨年
度に引き続き，日曜
日に健診日を設定し
て，受診機会の拡大
を図った。

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（４）行政サービスの質的向上
020407

020408

概　　要

進捗状況

概　　要

実施項目名

年次計画

達成目標

年次計画

達成目標

実施項目名 公共交通（デマンドタクシー）の運行 担当課 都市計画課

「貼り付け箇所」

23年2月より，実証運
行を開始する。
その利用実績，アン
ケート調査等により
利用者ニーズを把握
し，本格運行に向け
検討を行う。

実証運行の利用実
績，アンケート調査
等により利用者ニー
ズを把握し，本格運
行に向け検討を行
う。

平成21年度策定の「阿見町地域公共交通連携計画」に基づき，高齢者などの移動手段確保
や交通不便地域の解消など，町内の公共交通の利便性向上を図るべく，平成23年2月より，
自宅や指定の場所から目的地まで乗合により送迎を行うデマンドタクシーの実証運行を開
始する。

実証運行の検証を基に，平成25年度に本格運行に移行する。

H22 H23

コンビニでの住民票や印鑑証明書交付の検討

本人確認資料や電子申請機能を持つ住基カードが普及する中，コンビニエンスストアで住
民票・印鑑登録証明書を交付する制度がいくつかの都市で導入されている。交付場所の増
加や交付時間の延長等により利便性は大幅に向上するが，初期投資費が多額になるなど課
題も多い。近隣市町村の動向や費用対効果等を含め検討していく。

H25年度までに制度導入の方向性を決定する。

「貼り付け箇所」

H24

実証運行の利用実
績，アンケート調査
等により利用者ニー
ズを把握し，本格運
行に向け検討を行
う。

実証運行の成果を検
証し，25年4月に本格
運行を実施する予
定。

H25

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

 当該年度から本格運行
を開始した。25年度末登
録者数1,759人，利用者
数10,348人，運行日数
244日，1日あたり42.4
人。

近隣自治体の動向調
査，および課題点等
の具体的事案の調
査・検討。

初期費用等も含めた
導入計画を策定した
上で，導入の方向性
を決定する。

H24

担当課 町民課

H25

交付制度の把握及び
検討。

実施自治体の事例研
究等による具体的事
案の調査・検討。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23

23年2月，デマンドタク
シーの運行を2台で開
始。3月末現在の登録者
は800人，1日あたりの
利用者の平均は20.6
人。シルバークラブを
対象に，運行前アン
ケートを実施した。

23年度の登録者数1280
人，利用者数9260人，運
行日数240日，1日あたり
乗車数38人。
利用者からも要望の高
い，ＪＲ荒川沖駅への乗
り入れについて，活性化
協議会を通して関係機関
との調整を進めた。

　24年度末登録者数
1,519人，利用者数8,036
人，運行日数245日，1日
あたり32.8人。24年8月
ＪＲ荒川沖駅東口乗り入
れ開始。同年9月セダン
型タクシー3号車を導入
した。

進捗状況

5月にコンビ二によるＩ
Ｃカード標準システム
の資料を徴取。
費用対効果の点から，
住基カードの普及率の
低さが現時点での大き
な課題となっている。

県内のコンビ二交付につ
いては1団体のみ。当町
に限らず，コンビ二交付
に必要な住民基本台帳
カードは，普及が伸びな
いのが現状。多くの資料
収集により，メリット・
デメリットの調査が必要
となっている。

県内のコンビニ交付につい
ては3団体のみ。今後は個
人番号制度の導入により住
民基本台帳カードに代わっ
てマイナンバーカードに移
行することになる。コンビ
ニで住民基本台帳カードを
使った証明書交付がどうな
るかについて，制度や情報
を得ながら見極めていく。

平成25年5月に番号利用法
が公布され、平成28年1月
より住民基本台帳カードか
らマイナンバーカードに変
わる。コンビニ交付は、こ
のカードの普及により新た
な取組みとして考えられる
が、導入については、効果
や証明書ニーズ等を参考に
検討の準備をしていく。

「貼り付け箇所」

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 

実施・目標達成 

36



２．経営型行政運営の推進　（４）行政サービスの質的向上
020409

020410

実施項目名

進捗状況

年次計画

達成目標

収納課ほか

H22 H23

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

コンビニ収納の導入 担当課

担当課 秘書課

H24

継続して実施。 継続して実施。

継続して実施。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

納期限までのコンビ
ニ収納の導入を行な
う。

納期限までの納付と
あわせて，納期限後
の納付もコンビニか
ら納付できるように
する。

町税等の納付機会拡大と利便性の向上を図るため，コンビニエンスストアから納付できる
コンビニ収納の導入を図る。

平成22年度当初から町税等のコンビニ収納を実施する。

概　　要

年次計画

H22 H23

実施項目名 くらしの便利帳の発行

概　　要

くらしの便利帳は，官民協働事業として行政の財政負担を伴わない行政情報の発信と地域
事業者の情報提供により，地域の発展と活性化を目指して発行されるものである。
町民にとっては，日常生活で利用される行政情報が掲載されているため利便性が高く，か
つ保存性にも優れている。

達成目標 平成22年5月に第1版を発行する。また，今後は2年ごとに発行を行う。

H24

民間事業者との官民協
働事業により，第2版の
くらしの便利帳の発行
を予定。

第2版の暮らしの便利帳
の内容や法改正などに
より修正すべき内容を
精査し，次の発行への
準備を行う。また，時
期発行のための民間事
業者の検討を行う。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

官民協働事業により，
平成22年5月に第1版を
発行する。

第1版の暮らしの便利帳
の内容や法改正などに
より修正すべき内容を
精査し，次の発行への
準備を行う。また，次
期発行のための民間事
業者の検討を行う。

進捗状況

現年度の町民税・固定資
産税・軽自動車税・国民
健康保険税・後期高齢者
医療保険料・介護保険料
および水道料金・下水道
使用料について，22年4
月より，主要な19の全国
コンビ二店頭で24時間納
付が可能となった。

現年度分に加えて，
過年度分について
も，コンビニでの納
付を可能とした。

継続して実施。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

官民協働事業により，
平成22年5月に第1版を
20,000部発行し，全世
帯に配布した。

第1版の暮らしの便利帳
の修正すべき内容を精
査し，次の発行への準
備を行った。また，次
期発行も前回と同じ民
間事業者で行うことに
した。

官民協働事業により，
平成25年1月に第2版を
20,000部発行し，全世
帯に配布した。

民間事業者と発行時期
の協議を行い、発行に
あたっては一定数以上
の広告を出稿する事業
者の確保が不可欠であ
るため、発行サイクル
の見直しを検討してい
くこととした。

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（５）行政情報化の推進
020501

020502

実施項目名

進捗状況

年次計画

年次計画

達成目標

概　　要

「貼り付け箇所」

進捗状況

県内の統合型GISポータ
ルへの用途図の登載と
公開事例を調査した結
果，44市町村中1市のみ
の実施となっていた。

統合型GISへの登載をし
ている市町村はまだ少
ないものの，PDFデータ
による公開を行ってい
る市町村が出始めてき
ている状況である。

PDFデータによる用途図
の公開については，
データの軽量化や解像
度等課題が多いため，
公開には至っていない
状況である。

都市計画課

平成24年度より，都市計画図（用途図）のインターネット上での公開を実施する。

　平成20年度11月から
平成22年度末まで，全
年齢を対象とした手数
料徴収免除の時限特例
を適用するとともに，
土日を活用し，出張に
よる団体交付申請手続
きを実施。

平成23年3月31日で無料
化が完了し，平成23年4
月からは，満65歳以上を
対象に無料化を継続。団
体申請においては，4団
体，計126件の申請を行
なった。普及率は，3月
末で4.5％

平成23年4月より，満65
歳以上を限定に交付申請
者について交付手数料の
免除とし，普及を進め
た。出張による団体交付
申請は，引き続きホーム
ページでＰＲをしたが，
利用団体はなかった。普
及率は3月末で5.1％

平成23年4月より，満65
歳以上を限定に交付申請
者について交付手数料の
免除とし，普及を進め
た。団体交付申請はな
し。窓口では本人確認資
料ということでPRした。
普及率は3月末で5.6％

　満65歳以上の交付申
請者について恒久の手
数料免除を条例化。
　また，引き続き出張
による団体交付申請手
続きを展開。

　満65歳以上の交付申
請者について恒久の手
数料免除を条例化。
　また，引き続き出張
による団体交付申請手
続きを展開。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

概　　要

実施項目名 担当課 町民課

本人確認資料や電子確定申告（e-tax）等電子申請の機能を持ち，また，将来構想であるコ
ンビニエンスストアでの住民票・印鑑登録証明書の交付に必要な住基カードについて，交
付手数料無料化による普及推進を図る。

住民基本台帳カードの普及推進

達成目標

都市計画図（用途図）をインターネット上に公開し，町民等が用途地域等の確認をする
際，24時間自由に閲覧できる環境を整備することで，その利便性の向上を図る。

平成23年4月より，満65
歳以上の交付申請者につ
いて手数料を免除とし，
普及を進めた。団体交付
申請はなし。窓口では本
人確認資料ということで
PRした。
普及率は、3月末で6.0％

平成25年度の普及率を，平成21年度の3.2％から7.0％まで向上させる。

H22 H23 H24 H25

PDFデータによる用途図
をホームページ上に公
開した。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

　満65歳以上の交付申
請者について恒久の手
数料免除を条例化。
　また，引き続き出張
による団体交付申請手
続きを展開。
普及率7.0％を達成す
る。

H22 H23 H24

都市計画図のインターネット配信 担当課

H25

茨城県域統合型GISポー
タルへの用途図の登載
と公開事例の調査を行
う。

統合型GISに登載した
データの精度確認作業
と当該システムでの一
般公開に向けた検討を
行う。また，用途図の
PDFデータでの公開の試
行も検討する。

前年度の調査・検討結
果を踏まえインター
ネット公開を実施す
る。

公開の効果の検証を行
い，さらなる利便性の
向上を検討する。

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（５）行政情報化の推進
020503

020504

達成目標

概　　要

年次計画

実施項目名

実施項目名

概　　要

進捗状況

年次計画

達成目標

「貼り付け箇所」

H25

利用する課で必要な
図面を整理するとと
もに，情報政策係か
らも積極的なアドバ
イスを行う。

基図を整備し，各担
当課で必要な情報を
登録したり，変更を
行う。防災防犯関係
図面整備予定。

基図を整備し，各担
当課で必要な情報を
登録したり，変更を
行う。都市計画用
途，生活環境関係図
面整備予定。

基図を整備し，各担
当課で必要な情報を
登録したり，変更を
行う。道路，水路関
係図面整備予定。

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

統合型GISの活用による業務の効率化 担当課 情報政策課・全庁

進捗状況

電子文書を紙文書と同様
に取り扱うことの浸透を
図るため，公文書管理シ
ステムの収受運用基準
（電子メールで届いた文
書の取扱等）を検討する
とともに，一部内部文書
の電子決裁の準備を進め
た。

引き続き公文書管理シス
テムの収受運用基準（電
子メールで届いた文書の
取扱等）を検討するとと
もに，職員の休暇，時間
外勤務及び旅行命令につ
いて，電子決裁の導入を
開始した。

翌年度以降の公文書管理
システムに関し，制定し
た収受運用基準の適正な
運用を考慮して選定を行
い，公文書の電子管理に
係る適正な運用の推進や
電子決裁の拡大に資する
環境を整備した。

公文書管理システムの収
受運用基準（電子メール
で届いた文書の取扱等）
を制定し，電子決裁の拡
大の前提となる公文書の
電子管理について環境を
整えた。

H24年度より，一部の公文書で電子決裁を導入する。

「貼り付け箇所」

H24

「貼り付け箇所」

公文書管理システム
の運用基準を確立
し，起案から廃棄ま
での文書管理をシス
テム上で実施する。

前年度の取組みを検
証するとともに，実
態文書の電子化を促
進する。

担当課

公文書管理システムにより，これまで紙ベースで行っていた決裁を電子上で行うことで，
事務処理の効率化と紙の保管場所（ファイリングスペース）の縮減を図る。

前年度の取組みを検
証するとともに，公
文書での電子決裁を
拡大する。

H23

以下の４種類のレイ
ヤを追加した。
・95才以上高齢者
・あみポイントカー
ド加盟店
・予科練の街クッ
キー販売店
・り災証明申請者

以下の２種類のレイ
ヤを追加した。
・放射能測定
・土砂災害ハザード
マップ

現在稼動中の茨城県域統合型GISは，町職員用と住民用の二種類の利用が可能である。地番
図，家屋図，航空写真，都市計画図などの基図をはじめとして，様々な種類の図面を作成
し，業務や住民用に活用してきたが，今後は一層効率的な運用ができるよう目指す。

H25年度までに，５項目以上のレイヤ（図面）を追加する。

総務課

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

電子決裁の導入

「貼り付け箇所」

H25

以下の２種類のレイ
ヤを追加した。
・公共防犯灯
・行政区防犯灯

以下の２種類のレイ
ヤを追加した。
・サイン工事
・防災行政無線屋外
支　　局設置予定場
所

　

H22

前年度の取組みを検
証するとともに，一
部の公文書で電子決
裁を導入する。

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（６）民間活力の積極的活用
020601

進捗状況

年次計画

総合運動公園

年次計画

まほろば

町の施設における指
定管理者制度の導入
を検討する。

近隣の市町村の調
査。導入市町村の調
査・検討。

指定管理者を導入す
るか検討。

指定管理者制度の導
入について，その可
否を明確化する。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

指定管理者制度の導
入について，その可
否を明確化する。

指定管理者制度導入
検討を継続して行
う。

指定管理者制度導入
検討を継続して行
う。

指定管理者制度導入
検討を継続して行
う。

指定管理者制度の導
入について，その可
否を明確化する。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

達成目標 平成25年度まで，指定管理者制度導入の可否について，町としての方向性を明確化する。

年次計画

図書館

H22 H23 H24 H25

国や日本図書館協会
からの見解を精査
し，指定管理者導入
について検討する。
民間業者から民間委
託について，概算的
な見積書の徴取を行
う。

国や茨城県，日本図
書館協会の見解を鑑
みながら，阿見町の
図書館運営に即した
民間活力の導入につ
いて検討する。
民間業者から，概算
的な見積書の徴集を
行う。

他自治体の状況を調
査し，有効な民間活
力の活用方式につい
て検討する。
業者から徴集した概
算的な見積書等も参
考にして，様々な方
式の民間委託につい
て検討する。

実施項目名 町の施設における指定管理者制度の導入を検討 担当課
図書館・生涯学習
課・社会福祉課

概　　要
公の施設におけるサービスの向上と管理経費の削減を図るため，全国的にも一般化しつつ
ある，指定管理者制度の積極的活用を図る。
（※県内で導入されていない市町村は，当町を含め２団体のみ。）

日本図書館協会や総務省
の見解では指定管理者制
度の適用は適切でないと
しており、また当図書館
協議会でも制度の導入に
ついては「なじまない」
として意見集約がなされ
ている。図書館について
は導入が適切でないと判
断した。（図書館）

同左（総合運動公園）

同左（まほろば）

図書館において，３
社から見積書を徴取
のうえ比較検討を
行った。
その他の施設につい
ても，今後詳細な検
討をすすめていくこ
ととした。

県内では指定管理者制度
導入館は１館のみで，浸
透していない状況。民間
業者3社から，指定管理
者について，現状運営の
概算的な見積書の徴取を
行った。（図書館）

管理業務・受付業務等す
でに民間委託を実施。総
合体育館建設時が導入時
期と考える。（総合運動
公園）

老朽化がネックとなり事
業者の確保が困難なこ
と,経費面からも,現在の
シルバー人材センターの
活用が最良と判断。（ま
ほろば）

ＮＰＯ法人の活用につい
て、町民活動センターに
相談し検討した。その結
果，既設法人の活用及び
新設法人を設立した図書
館運営は困難であるとの
見解に至った。（図書
館）

同左（総合運動公園）

同左（まほろば）

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 

実施・目標達成 調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（６）民間活力の積極的活用
020602

020603

達成目標

概　　要

実施項目名

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

年次計画

進捗状況

商工観光課観光協会の設立

H24

H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22

方針，計画に基づい
たスケジュールに基
づいて準備を進め
る。

H23

民間保育所の誘致 担当課 児童福祉課

平成26年度の新保育
所開所に向けた，民
間事業者による保育
所建設，認可取得を
目指す。

平成23年3月に観光協会を設立し，官民が一体となった各種観光事業の展開による観光の振
興を図る。

保育所の整備を必要
とする地域，整備時
期，誘致手法等を整
理して方針を定め
た。

保育園用地を買収
し，公募により民間
保育園を選定した。
平成25年4月の開園に
向けて，進捗状況を
把握し準備を進め
る。

保育園の開発許可や
建設の進捗状況を把
握し，民間保育園の
平成25年4月開設に向
けての指導や助言を
行った。

これまで町では直接事業として観光施策を進めてきたが，アウトレットや予科練平和記念館等に訪れ
る観光客の町内周遊を促進するためには，観光資源の再発見や観光客受入れ態勢の充実など，ニーズ
にあった取組みを進める必要がある。そのため，農・商工業者等を会員とする『観光協会』を設立
し，各種観光施策の推進母体として，その効率的・効果的な事業実施を図る。

「貼り付け箇所」

多様な保育ニーズへの対応，保育所入所待機児童の解消，公立保育所の老朽化対策ともあ
わせて民間保育所の誘致を積極的に推進して保育サービスの充実を図る。

平成26年度までに民間保育所1箇所を誘致する。

H25

保育施設の概要，誘
致の手法，整備時期
等具体的な方針，計
画を策定。

方針，計画に基づい
たスケジュールに基
づいて準備を進め
る。

担当課

H22 H23 H25

観光協会により，以下の事
業を行う。
・あみコミュニケーション
センターの運営，まい・あ
み・ブランドづくり，フィ
ルムコミッション事務局設
置，霞ヶ浦観光の推進，国
際観光の推進，道の駅構想
推進，竹関連事業の推進
など

観光協会の設立に向
け，関係機関との調
整・準備を行う。

平成23年3月，観光協
会設立。

観光協会により，以下の事
業を行う。
・臨時観光物産館の設置運
営，Ｂ級グルメ・コンテス
トの開催，まい・あみ・マ
ルシェの開催，観光ボラン
ティアガイドの育成，霞ヶ
浦観光の推進，竹関連事業
の推進　など

観光協会により，以下の事
業を行う。
・あみコミュニケーション
センターの運営，まい・あ
み・ブランドづくり，ま
い・あみ・マルシェの開
催，道の駅構想推進，観光
ボランティアガイドの育
成，霞ヶ浦観光の推進，竹
関連事業の推進　など

「貼り付け箇所」

進捗状況

観光協会により，以下の事業を企
画・実施した。
・あみプレミアム・アウトレットに
おける観光物産店設置運営の支援
・まい・あみ・マルシェ等観光物産
イベントの開催
・予科練平和記念館との共催による
観光イベントの開催
・特産品料理フェアの開催
・県内外各地における観光キャン
ペーン

「貼り付け箇所」

観光協会により，以下の事業を企
画・実施した。
・まい・あみ・マルシェ等観光物産
イベントの開催
・島津梅林での観梅イベント（ま
い・あみ春の宴）
・特産品料理フェアの開催（ヤーコ
ン料理フェア）
・あみフィルムコミッション上映会
への支援
・県内外各地における観光キャン
ペーン

東日本大震災の影響
により，観光協会の
設立を延期した。

平成23年6月に設立す
る予定で準備を進め
た。

平成23年6月1日にあみ観光
協会を発足。臨時観光物産
館を6月下旬に開設し，町
特産品ＰＲ事業に取り組ん
だ。
・ヤーコンフェア開催
（H23.10.15/16)
・レンコン料理フェア参加
（H23.11.1～11.30)

平成25年4月より民間
保育園（定員150名）
を開園した。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

調査・検討・準備 調査・検討・準備 一部実施・試行 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 一部実施・試行 

実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（６）民間活力の積極的活用
020604

020605

年次計画

達成目標

概　　要

達成目標

実施項目名

進捗状況

年次計画

H22 H23 H24

平成22年度より，窓口業務の総合委託を導入する。

水道事業に係わる受付，開閉栓，検針，調定，収納，滞納整理，給水停止，電算処理，事
務管理，給水装置等事務，配水場・浄水場施設運転管理，検定満期量水器交換等の業務を
総合的に委託することにより，事務経費の削減と事務の効率化を図る。

H25

実施項目名

概　　要

担当課 上下水道課水道事業における総合委託の導入

これまで一部業務の
みで行っていた委託
業務を拡大し，平成
22年4月1日から窓口
業務の総合委託を実
施する。

窓口業務の総合委託
を実施。

平成22年4月より，水
道料金等徴収業務を
民間業者に全面委託
した。

窓口業務の総合委託
を実施。

窓口業務の総合委託
を実施。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

業務内容の調査・検
討

業務内容の調査・検
討

給食センター建替えと合わせ，これまで正職員や臨時職員により町直営で行ってきた調理
業務を民間事業者に委託することで，職員数の適正化と人件費の節減を図る。

平成25年度より民間委託を実施する。

H22 H23

「貼り付け箇所」

学校給食センターにおける給食調理業務の民間委託を検討 担当課
学校教育課
給食センター

H24

業務内容の詳細決定 業務委託の実施。

業務委託の実施。
H25年度からの民間委
託にあたって，業務
内容の調査・検討を
行った。

H25年度からの民間委
託にあたって，業務
内容の調査・検討を
行った。
現職員に対して，民
営化への説明，意向
のヒアリングを実
施。

H25年度からの民間委
託にあたって，業務
仕様書等を策定し委
託契約を締結した。
現職員と面談し，学
校用務員への配置転
換について説明を
行った。

進捗状況

平成22年4月より，水道
料金等徴収業務を民間業
者に全面委託した。業務
を委託したことにより，
事務の効率化が図れ，か
つ，職員2名が減ったこ
とにより，人件費の削減
も図れた。

平成22年4月より，水道
料金等徴収業務を民間業
者に全面委託した。業務
を委託したことにより，
事務の効率化が図れ，か
つ，職員1名が減ったこ
とにより，前年に引き続
き，人件費の削減も図れ
た。

平成22年4月より，水
道料金等徴収業務を
民間業者に全面委託
した。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 

実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 

実施・目標達成 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（６）民間活力の積極的活用
020606

020607

実施項目

進捗状況

年次計画

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

企画財政課・全庁

H22 H23

実施項目名 人材派遣などの活用

概　　要
一時的・短期間に集中する業務において，民間企業の人材派遣を有効に活用することで，
正職員の関与や負担を減らすとともに，重点業務への集中化によるサービス向上と，時間
外勤務の短縮による経費削減を目指す。

達成目標 平成23年度から，各課の業務について人材派遣の活用を図る。

担当課

H24

人材派遣の形態が適
した業務について全
庁的に検証し，随時
活用（拡大）を図っ
ていく。

人材派遣の形態が適
した業務について全
庁的に検証し，随時
活用（拡大）を図っ
ていく。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

人材派遣の形態が適
した業務について，
全庁的に検証してい
く。

人材派遣の形態が適
した業務について全
庁的に検証し，随時
活用を図っていく。

昨年に引き続き，保
育士の配置に人材派
遣を活用した。

「貼り付け箇所」

児童福祉課において，子
ども手当支給事務につい
て人材派遣を活用した。
また，保育士，保健師，
一般事務への人材派遣活
用のため，保育所及び健
康づくり課において平成
23年度予算化を実施。

健康づくり課において，
一般事務として人材派遣
を活用。保育所におい
て，うずら出張所での保
育開始に合わせ，保育士
の人材派遣を活用。廃棄
物対策課において，環境
保全監視員として人材派
遣を活用。

昨年に引き続き，保
育士及び環境保全監
視員の配置に人材派
遣を活用した。

「貼り付け箇所」

災害時応援協定の拡充 担当課 交通防災課

県外市町村との災害
時応援協定について
検討する。
（平成24年度計画修
正）

随時，必要な協定締
結をしていく。

H25

災害時に必要と思わ
れる各種分野等を調
査する。

H24

大規模自然災害等が発生した際の初期対応として重要な，被災者への食料・生活物資の供
給，緊急物資の輸送，施設の復旧工事等を実施するためには，民間事業者をはじめとした
各種団体や他の行政機関との協力が不可欠であることから，新たな災害時応援協定の締結
を進めることで，災害時における人的・物的支援についての協力体制を強化する。

平成24年3月末までに事業所等との災害時応援協定の拡充を図る。

H22 H23

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

町内事業所等との災
害時応援協定の締
結。

「貼り付け箇所」

町内のゴルフ場２ヶ
所，特別養護老人
ホーム２ヶ所，介護
老人保健施設２ヶ所
と，災害時における
協力体制について協
定の準備を進めた。

町内事業者と，以下
のとおり協定締結を
行った。
災害時支援協力（２ヶ
所），福祉避難所の設置
運営（４ヶ所），物資供
給（１ヶ所）

「貼り付け箇所」

民間事業者との協定
締結は従来通り調査
を進めており、現在
県外市町村との締結
先について模索中。

県外市町村との災害時応
援協定について検討する
とともに，町内事業者
と，以下のとおり協定締
結を行った。
災害時支援協力（２ヶ
所），物資供給（7ヶ
所）

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 調査・検討・準備 

調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 
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２．経営型行政運営の推進　（６）民間活力の積極的活用
020608

概　　要

実施項目名

年次計画

達成目標

産学官連携事業の推進

大学・研究機関，民間企業，行政が相互連携できる体制づくりを行うとともに，それぞれ
が持つ専門的な知識やノウハウを活用し，より高度で質の高い行政サービスを提供する。

担当課 企画財政課・全庁

前年度事業の検証と
継続実施。
ニーズに合致した新
事業連携の実施。
東京医科大学との
「地域連携協力協
定」の締結。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

大学・研究機関等と
の連携事業を実施す
る。
企業ニーズを把握す
るため，企業訪問を
実施する。

前年度事業の検証と
継続実施。
ニーズに合致した新
事業連携の実施。

前年度事業の検証と
継続実施。
ニーズに合致した新
事業連携の実施。
東京医科大学との
「地域連携協力協
定」締結の検討開
始。

H23

産学官連携事業の実施と産学連携の仲介等を積極的に行う。また，東京医科大学と「地域
連携協力協定」を締結する。

３大学との連携事業
を継続実施。平成26
年1月29日に東京医科
大学茨城医療セン
ターと「連携協力に
関する協定」を締結
した。

「貼り付け箇所」

H22 H24

進捗状況

３大学との連携事業を
実施。企業訪問につい
ては，秘書課及び商工
観光課が中心となり，
町長とともに町内企業
を訪問した。（訪問企
業数　８社）

３大学との連携事業を
継続実施。また，民間
企業との連携として，
平成24年1月25日に㈱鹿
島アントラーズFCと
「フレンドリータウン
に関する協定」を締結
した。

3大学との連携事業を継
続するとともに，東京
医科大学との協定締結
の検討を行った。ま
た，鹿島アントラーズ
FCとの協定に基づき，
フレンドリータウンデ
イズ「阿見の日」を開
催。さらに，平成25年2
月22日に学校法人霞ヶ
浦高等学校と「地域連
携協力協定」を締結し
た。

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（１）町民と行政の協働
030101

030102

年次計画

進捗状況

概　　要

概　　要

達成目標

H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

町や社会福祉協議会で把
握する団体のうち，町を
事務局等とせずに自立し
た活動をしている団体代
表者を対象に，各団体の
活動状況や「協働」への
意識等を伺う，「町民活
動に関するアンケート」
調査を実施。

・町民活動センターにお
いて講座等の開催
・企業の社会貢献に関す
るアンケート調査を実施
・団体との意見交換
・NPO・ボランティア等
の活動を，ホームページ
により公開

・前年度の取り組みを検
証し，次の事業に取り組
んだ
・町内NPO，ボランティ
ア団体の広報あみによる
紹介，活動案内
・講座実施者との講座目
的等の検討等

H23

・他市町村調査
・関係団体意見交換
会開催
・指針検討委員会の
立ち上げの準備

「阿見町協働の指
針」を策定した。

・他市町村調査・検
討
・関係団体との意見
交換
・町民向け啓発
・指針策定委員会の
立ち上げ準備

指針を策定する。

進捗状況

実施項目 ボランティア団体やＮＰＯの育成・支援 担当課

年次計画

行政と町民との協働によるまちづくりを推進するため，H24年度に協働に関する指針を策定
する。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

各分野の団体が育ち，主体的に社会貢献活動に参加できるような仕組みづくりするため，
各種団体の情報の収集・提供，意見交換，講座等を開催するとともに，各種団体の情報の
一元化やコーディネート機能の充実を図る。

指針に基づき，仕組
みづくりを行う。

町民活動推進課

「貼り付け箇所」

指針策定に向けた，
検討・準備を進め
る。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

指針に基づき実施す
る。

実施項目 担当課 町民活動推進課

町民の自発的・継続的な社会貢献活動及び協働を推進するための町の基本的な考え方や支
援の基本姿勢を定めた指針を策定する。

協働に関する指針の策定

達成目標

H24

「貼り付け箇所」

H25

協働に関する指針に
ついて，先進地の事
例を調査・検討し
た。

・団体情報の一元化
・ＮＰＯ，ボランティア
団体の広報あみによる紹
介
・ボランティアコーディ
ネート，ＮＰＯ支援等の
活動を実施
登録者数4,150名

「貼り付け箇所」

H22

H22 H23

H25年度の町民活動センター登録会員数を，3,800人に増加させる。（H21年度：3,124人）

H25

・ボランティア等の
活動に関して情報を
収集する。

・町民活動センターに
おいて講座等の開催
・団体間の連携強化
・企業や既存団体との
意見交換
・ボランティア等の活
動を，ホームページな
どで情報提供する。

前年度の取り組みを
検証し，必要な改善
を図る。

内容を検証しつつ，
継続して実施する。

調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

実施・目標達成 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（１）町民と行政の協働
030103

030104

進捗状況

年次計画

達成目標

進捗状況

年次計画

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

毎年度2公園程度の増加を目標に拡充を図っていく。（平成25年度目標　25公園）

H22 H23

「貼り付け箇所」

H24

「貼り付け箇所」

H25

より良い制度として
いくために，里親へ
の支援内容を一部改
善し，拡充を図る。

制度のPRを強化し，
拡充を図る。

実施項目名 公園管理における里親制度の拡充 担当課 都市施設管理課

制度のPRを強化し，
拡充を図る。

制度のPRを強化し，
拡充を図る。

概　　要

公園緑地里親制度は，地域の方々が「里親」として公園緑地の親代わりとなり，清掃作業
等のボランティア活動を通して，保全や美化に対する意識高揚や愛着心の向上を図り，地
域のコミュニティの形成に寄与することを目的とした制度であり，地域に密着した公園緑
地を推進していくために制度の拡充を図る。

平成22年8月設立。
会員70名でスター
ト。

会員数132名。
会員増加に向け，啓
発活動を実施した。

会員数145名。
会員増加に向け，啓
発活動を実施した。

会員数142名。
会員増加に向け，啓
発活動を実施した。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

平成22年8月設立。
会員50名でスター
ト。

啓蒙啓発活動を継続
するとともに，会員
増加のためのイベン
ト活動等を開催す
る。
会員150名。

達成目標 平成22年度に設立するとともに会員200名を目標とする。

実施項目名

概　　要

啓蒙啓発活動を継続
するとともに，会員
増加のためのイベン
ト活動等を開催す
る。
会員100名。

総合型地域スポーツクラブとは，人々が身近な地域でスポーツに親しむことができる新しいタイプの
スポーツクラブで，子どもから高齢者まで，様々なスポーツを愛好する人々が，初心者からトップレ
ベルまで，それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持ち，地域住民により自主
的・主体的に運営され，地域コミュニティ形成の役割を担うクラブとして期待されている。

生涯学習課総合型地域スポーツクラブの設立 担当課

より良い制度として
いくために，里親へ
の支援内容を一部改
善し，拡充を図っ
た。
22年度の実績は，16
公園・2緑地。

より良い制度として
いくために，里親へ
の支援内容を一部改
善し，拡充を図っ
た。
23年度の実績は，16
公園・2緑地。

より良い制度として
いくために，里親へ
の支援内容を一部改
善し，拡充を図っ
た。
24年度の実績は，19
公園・1緑地。

啓蒙啓発活動を継続
するとともに，会員
増加のためのイベン
ト活動等を開催す
る。
会員200名。

より良い制度として
いくために，里親へ
の支援内容を一部改
善し，拡充を図っ
た。
25年度の実績は，20
公園・2緑地。

H25

実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（１）町民と行政の協働
030105

030106

実施項目名

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

達成目標

概　　要

進捗状況

年次計画

町内中学校が実施し
ている『職場体験』
を活用し、秘書課広
報係に中学生1名を受
け入れ、広報の記事
作成を体験しても
らった。

「貼り付け箇所」

町民特派員によって広
報紙を作成している市
町村があるか調査を
行った。県内４３市町
村のうち，１５市町村
について調査した。

県内43市町村のうち，
残り28市町村について
調査した。調査の結果
ほとんどの市町村で
行っていなかった。

「貼り付け箇所」

町民特派員によって広
報紙を作成している市
町村を調査し，広報あ
みにおける効果などを
検討する。

H25

「貼り付け箇所」

H22 H23

年2回程度，広報あみに
おいて「町民特派員特
集」を組むなど，町民
特派員に取材・編集等
を行ってもらい，広報
紙を発行する。

担当課

「広報あみ」をより多くの町民に読んでもらうため，また，分かりやすく親しみやすい紙
面とするため，町民が特派員となり，町に関する様々な情報を町民の目線，町民の言葉に
より広報紙を作成する。

平成25年度より，応募された町民により，阿見町を紹介する投稿記事などを掲載する。

H24

道路里親制度の推進
団体数（5団体）

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

道路里親制度の推進
団体数（8団体）

平成25年度までに，ボランティア団体数を8団体にする。

町民特派員によって広
報紙を作成している市
町村を調査し，広報あ
みにおける効果などを
検討する。また，ペー
ジ数の確保などの財政
面も検討する。

町民特派員制度要領を
新たに整備する。
町民から募集を行い，
町民特派員を決定す
る。

道路里親制度の推進
団体数（6団体）

道路里親制度の推進
団体数（7団体）

町民特派員による広報作成

都市施設管理課

H25

秘書課

22年度の道路里親制
度の推進団体は，５
団体。（21年度：３
団体）

23年度の道路里親制
度の推進団体は，6団
体。

24年度の道路里親制
度の推進団体は，6団
体。

H22 H23 H24

町で管理する道路等の公共スペースにおける地域住民団体又は企業団体によるボランティ
ア活動を支援する。

道路管理における里親制度の拡充 担当課

県内市町村を調査したと
ころ，特派員による広報
紙作成を実施している市
町村はなかった。県が女
性特派員による広報紙を
作成している。情報発信
の手段方法について，再
度検討を行っていく。

 
25年度の道路里親制
度の推進団体は，4団
体。

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 調査・検討・準備 

一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（２）町民参画の推進と情報公開
030201

030202

達成目標

年次計画

概　　要

実施項目名

進捗状況

年次計画

達成目標

秘書課・全庁

5行政区で実施した。

担当課

「貼り付け箇所」

広聴会の実施方法等
を策定し，8行政区で
実施した。

「貼り付け箇所」

13行政区で実施し
た。

概　　要

町民の町政への積極的な参画を促進し，町民に対する説明責任を果すとともに，政策決定
過程における公正の確保と透明性の向上を図り，もって町民と行政との協働による開かれ
た町政の推進に資することを目的としてパブリックコメント制度を実施するための法的整
備をする。

実施項目名 パブリックコメント制度の推進（条例制定）

進捗状況

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」

秘書課

20行政区を目標に実
施。

広聴会の（全行政区）実施

町政運営の基本方針の一つである「住民が主人公の町政」に基づき，各行政区で開催され
る会議（総会，役員会）等の前後に町長他数名の町職員が出席し，1時間程度の懇談を行
い，町民から直接町政に対する意見や要望などを聞く。

担当課

「貼り付け箇所」

H24

広聴会の実施方法等
を策定し，実施す
る。

一部試行しながら，
条例案，関係要綱を
整備し条例を制定す
る。

H22 H23

10行政区で実施し
た。

条例の調査検討を行
う。

調査検討した内容を
基に条例案の作成を
する。

「貼り付け箇所」

H25

平成25年度までに全66行政区で実施する。

H22

未実施行政区で実
施。

H23

20行政区を目標に実
施。

すでに各課でパブ
リックコメントを実
施している現状を踏
まえ、総務課文書法
制係と協議し、今後
の方針を再検討。

パブリックコメント条例を制定し実施する。

H24

「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

H25

パブリックコメント
を本格導入する。

「貼り付け箇所」

県内市町村のパブ
リックコメント実施
状況等情報収集。
条例等の整備状況を
調査。

県内市町村のパブ
リックコメント実施
状況等情報収集。
条例素案の検討中。

一部試行しながら，
パブリックコメント
手続き規定（案）を
作成。

「貼り付け箇所」

調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 一部実施・試行 一部実施・試行 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

一部実施・試行 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（２）町民参画の推進と情報公開
030203

030204

実施項目名

実施項目

達成目標

概　　要

進捗状況

年次計画

達成目標

概　　要

年次計画

各種審議会における公募委員の拡充

町民の多様な意見を行政運営に反映することにより，公平性・透明性を確保する。

要綱を策定し必要と認められる各種審議会等について委員の公募を積極的に推進する。

担当課 町民活動推進課・全庁

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H22 H23 H24

要綱に基づき公募委
員の拡大を図る。

各種審議会における女性委員の比率向上 担当課 町民活動推進課・全庁

H25

各種審議会等の公募
委員の拡大を図る。

要綱を制定する。

要綱に基づき委員の
公募を推進した。

要綱に基づき公募委
員の拡大を図る。

「貼り付け箇所」

審議会等へ女性委員
の登用を啓発する。

審議会等へ女性委員
の登用を啓発する。

町政の政策形成や方針決定過程の場への女性の参画機会の拡大を図るため，各種審議会等
の女性構成比率を向上させるよう努める。

女性委員の審議会等への参画率を30％以上とする。

H22 H23 H25H24

審議会等へ女性委員
の登用を啓発する。

審議会等へ女性委員
の登用を啓発する。

審議会を所管する各課
長に文書で要請すると
ともに，口頭での要請
も行った。
25年度の女性委員の比
率は27.7％。

各種審議会等におけ
る公募委員の状況に
関して，他市町村の
動向について，調
査・検討を進めた。

他市町村調査及び検
討を進め，要綱の原
案作成を進めた。

要綱を制定するとと
もに，公募委員の拡
大を図った。

「貼り付け箇所」

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」「貼り付け箇所」

進捗状況

審議会を所管する課に
対し，女性委員の登用
促進について継続して
要請を行った。
22年度の女性委員の比
率は27.4％。

審議会を所管する各課
にヒアリングを実施
し，登用が進んでいな
い各課に促進について
要請を行った。
23年度の女性委員の比
率は26.7%。

審議会を所管する各課
長に文書で要請すると
ともに，口頭での要請
も行った。
24年度の女性委員の比
率は25.4％。

「貼り付け箇所」

調査・検討・準備 調査・検討・準備 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 
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３．町民参画と協働のまちづくりの推進　（２）町民参画の推進と情報公開
030205

030206

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

進捗状況

概　　要

実施項目名

達成目標

道路公園整備課

H22 H23

計画策定等におけるワークショップの活用

新たな都市公園を整備するにあたって，地域のニーズにあった愛着のもてる公園づくりを
目的に，これまでの行政主体による計画ではなく，地域住民の意向を取り入れるための
ワークショップを開催し，公園の施設や利用にあたってのルールなどを計画する。

平成21・22年度に岡崎地区及び中郷地区の公園ワークショップを開催し，3箇所の都市公園
の計画を策定するとともに，地域に密着した公園を育むために里親制度を推進する。

担当課

H24

中郷第一街区公園の
完成に伴い，里親制
度への移行を推進す
る。

岡崎第一街区公園の
完成に伴い，里親制
度への移行を推進す
る。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

中郷第1街区公園の
ワークショップを開
催し，公園計画を策
定する。

岡崎第二街区公園の
完成に伴い，里親制
度への移行を推進す
る。

財務情報の公開の拡充 担当課 企画財政課ほか

岡崎いこいの森公園
（第一街区公園）に
おいて、岡崎地区会
が里親制度に加入し
管理活動を開始し
た。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

新しい財務情報として，平成21年度決算に基づく新地方公会計制度財務書類４表を平成22
年度に，平成22年度決算時の監査報告書を平成23年度からホームページに掲載する。

年次計画

H22 H23

「貼り付け箇所」

H24

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

前年度の取組みを検
証するとともに，継
続して実施予定。

財務書類４表及び監
査報告書を，「阿見
町の財務書類」及び
「まちの家計簿」と
してホームページに
掲載した。

中郷第1街区公園計画
のため，地区選出の
住民によるワーク
ショップを４回開
催，延べ90人の参加
を得た。

岡崎第二街区公園の
整備がＨ22末に完成
し，1年間の町による
植栽管理実施後，Ｈ
24より岡崎区が里親
制度に加入し，草刈
等の管理を行ってい
くこととなった。

岡崎ふれあい公園
（第二街区公園）に
おいて，岡崎地区会
が里親制度に加入し
管理活動を開始し
た。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

平成21年度決算に基
づく新地方公会計制
度財務書類４表を
ホームページに掲載
する。

平成21年度決算に基
づく新地方公会計制
度財務書類４表及び
平成22年度決算に基
づく監査委員の監査
報告書をホームペー
ジに掲載する。

「貼り付け箇所」

財務情報については，予算・決算情報，財政事情書等を広報やホームページに掲載するな
ど公開を進めてきたが，地方公共団体にはこれまで以上に責任ある地域経営が求められて
おり，そうした責任ある経営を進めていくためには，外部へのわかりやすい財務情報の開
示が不可欠となっている。

進捗状況

財務書類４表を，町
民にわかりやす形で
説明等を加え「阿見
町の財務書類」とし
てホームページに掲
載した。

財務書類４表及び監
査報告書を，「阿見
町の財務書類」及び
「まちの家計簿」と
してホームページに
掲載した。

財務書類４表及び監
査報告書を，「阿見
町の財務書類」及び
「まちの家計簿」と
して表現の見直し等
を行い，ホームペー
ジに掲載した。

一部実施・試行 一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 

実施・目標達成 

一部実施・試行 実施・目標達成 

実施・目標達成 
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030207

030208

年次計画

達成目標

概　　要

実施項目名

進捗状況

担当課 秘書課

年次計画

H22 H23

実施項目名 町公式ホームページの充実

概　　要
町の行政情報等を提供するため，『広報あみ』に掲載した内容および各課の情報等を町
ホームページに随時掲載している。また，町民に見やすいページ作りを心がけ，ページ等
の作成・修正を行いながら随時更新する。

達成目標 町民が必要とする行政情報を分かりやすく随時提供できるようにする。

H24

ページの作成・更新
を行いながら，町の
行政情報等を随時提
供する。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

各課のホームページ
を充実させるため
に，開設していない
課にホームページの
作成を依頼し，一部
の課を除き開設し
た。

一部の課を残し，課
のホームぺージが完
成し掲載を行った。
また，トップページ
の一部リニューアル
を行った。

H24年12月から『まち
のニュース・町長日
記』を開設して随時
更新している。

広報あみにおいて申
し込みの募集を行
い，実施課と申込団
体との連絡調整を行
う。

H25

各課のホームページ
を充実させるため
に，各課にページの
作成を依頼し，ペー
ジの完成後随時掲載
を行う。

一部の課にページの
作成を依頼しなが
ら，ページの完成後
随時掲載を行う。ま
た，トップページの
リニューアルの検討
を行う。

出前講座の推進 担当課 秘書課・全庁

　
町ホームページの充
実を図るため、ＨＰ
維持管理システム導
入を3ヶ年実施計画を
Ｈ26年度予算に計上
した。

トップページのリ
ニューアルを行うと
ともに，町の行政情
報等を随時提供す
る。

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

H25

平成25年より，出前講座の申込を受け付け実施課と申込団体との連絡調整を行う。

H22 H23

「貼り付け箇所」

出前講座を行ってい
る市町村を調査し，
メニュー・内容等を
検討する。

出前講座を行ってい
る市町村を調査し，
メニュー・内容等を
検討する。

「貼り付け箇所」

前年までの調査結果
と庁内の状況を踏ま
え今後の取り組みに
ついて検討。各課に
おける実施が進んで
おり、全庁的な取り
まとめの必要性が薄
れてきている。

県内の市町村を調査し
たところ，ほとんどの
市町村において，市民
協働課や各担当課にお
いて実施していた。今
後，適切な実施方法が
あるのかを含めて検討
を行う。

「貼り付け箇所」

H24

進捗状況

出前講座を行っている
市町村があるか調査を
行った。県内４３市町
村のうち，１５市町村
について調査した。

県内４３市町村のう
ち，残り２８市町村に
ついて調査した。ま
た，メニュー・内容・
担当課などを検討。

各課と調整を行いな
がら，出前講座要領
を新たに整備し，町
民への周知を行う。

町の施策等に関するテーマについて，町民の理解を一層深めていただくことを目的に，町
職員が町民の皆さんの集会などに出向いて実施する講座の募集および実施課と申込団体と
の連絡調整を行う。

「貼り付け箇所」

調査・検討・準備 調査・検討・準備 一部実施・試行 実施・目標達成 

一部実施・試行 一部実施・試行 実施・目標達成 実施・目標達成 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 

一部実施・試行 

調査・検討・準備 
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030209

年次計画

進捗状況

「貼り付け箇所」

H25

町長交際費の公表内容を
精査し，公表に関する要
綱を定める。平成22年度
町長交際費の支出状況に
ついて，月別の支出表を
作成する。町ホームペー
ジへ掲載し，情報公開
コーナーへの閲覧用ファ
イルを作成する。

町長交際費の公開 担当課

H22 H23

実施項目名

平成24年度町長交際費支
出状況について，毎月の
支出表を作成し，翌月末
日までに町ホームページ
へ掲載し，情報公開コー
ナーへ閲覧用ファイルに
支出表を追加する。

平成25年度町長交際費支
出状況について，毎月の
支出表を作成し，翌月末
日までに町ホームページ
へ掲載し，情報公開コー
ナーへ閲覧用ファイルに
支出表を追加する。

平成23年3月末までに平成22年度の町長交際費支出状況を公開する。

H24

達成目標

概　　要
町政の円滑な運営を図るため，町長が町を代表して外部との交際のために支出する交際費
について，その内容を公開することにより，行政のより一層の透明性を図り，町民から信
頼される町政を推進する。

秘書課

「貼り付け箇所」 「貼り付け箇所」

平成25年度町長交際費支
出状況について，毎月の
支出表を作成し，翌月末
日までに町ホームページ
へ掲載し，情報公開コー
ナーへ閲覧用ファイルに
支出表を追加する。

「貼り付け箇所」

平成23年度町長交際費支
出状況について，毎月の
支出表を作成し，翌月末
日までに町ホームページ
へ掲載し，情報公開コー
ナーへ閲覧用ファイルに
支出表を追加する。

公表内容を精査し，公表
に関する要綱を定め，１
月に平成22年度町長交際
費の支出状況について，
月別の支出表を作成し，
町ＨＰへ掲載，情報公開
コーナーへの閲覧用ファ
イルを作成。

23年度から改正となった
町長交際費支出基準及び
支出要綱に従い，町長交
際費を精査し毎月の支出
表を作成するとともに，
翌月末日までに町ＨＰへ
掲載，情報公開コーナー
設置の閲覧用ファイルに
支出表を追加。

平成24年度町長交際費支
出状況について，毎月の
支出表を作成し，翌月末
日までに町ホームページ
へ掲載し，情報公開コー
ナーへ閲覧用ファイルに
支出表を追加。

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 

実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 実施・目標達成 
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